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1.総論 

1.1.調査趣旨 

 我が国では、これまで既存の産業分野やサプライチェーンを前提として、受発注・請

求・決済に渡る業務慣行やシステムの効率化・最適化が図られ、我が国の経済の競争力を

支えてきた。他方で、インターネットをベースとした世界的なビジネスの広がりや、技術

革新を背景とした新たな商品・サービスの出現、さらに SDGs への関心の高まりや、個人

の働き方の変革等による消費行動の変容など、ビジネスをとりまく環境は日々変化してい

る。こうした変化を背景に、海外では国際標準に従った請求・決済データや CO2 排出量等

の業界横断のデータ・業務サービスの連携・共有等により、これまでの取引先に限られな

い、新たな業種・事業者との連携も実現されつつある。一方、日本企業は個別最適に拘

り、社会全体の最適化やビジネス環境の急激な変化から取り残されているかのように見え

る。 

 我が国では、令和３（2021）年９月にデジタル庁が発足し、国民生活に密接に関連する

分野についてくらしを変えるデータ連携を実現していくことを掲げている。その中でも契

約・決済は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３（2021）年６月 18 日閣議

決定）や、令和３（2021）年９月６日（月）に開催された第１回デジタル社会推進会議に

おける重要な政策項目の一つとして挙げられている。 

 また、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）デジタルアーキテクチャ・デザインセン

ター（DADC）（以下「IPA-DADC」という。）は、Society5.01の実現に向け、社会システ

ムや産業構造の最適な連携等を通じ、その総合的な信頼性等の確保と日本の産業競争力の

強化を図ること、また社会的課題を解決することを目的とする活動の一つとして、多様な

ステークホルダーの参画を得て、透明性、公平性、中立性を確保しつつ、社会システムや

産業構造の全体の見取り図である「アーキテクチャ」を設計し、デジタル時代に必要とな

る分野横断的な社会インフラの構築に取り組んでいる。 

 このたび、IPA-DADC は、情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年法律第 90 号）に基

づき、デジタル庁から、データ化され、リアルタイムで把握可能な企業間の契約・決済の

実装に向けた全体像（見取り図）についての検討を依頼された。 

 当該依頼を受け、IPA-DADC では、契約・決済プロジェクト（以下「本プロジェクト」

という。）を立ち上げ、契約・決済分野を俯瞰して連携するためのアーキテクチャの設計を

開始するとともに、契約・決済・IT の各領域の有識者等により構成する「契約・決済アー

キテクチャ検討会」を組織した。 

 本プロジェクトにおいては、昨今の環境の変化を捉えながら、我が国における事業者の

活動の活発化・国際競争力の強化のために、業種や事業者の規模を問わず、官公庁・企業

間において用いられる取引基盤についても、多様な商品・サービス・データへのアクセス

を容易にし、新たな取引先とのスムーズな取引関係の構築を容易にする仕組み（仮想的な

次世代取引基盤）の実現に向け、特に各企業や政府機関が異なる業務システムを利用して

いたとしても、取引に関する標準化されたデータ・業務サービスの連携・共有を可能とす

 
1 内閣府（2016）「科学技術基本計画（平成 28（2016）年１月 22 日閣議決定）」 
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ること及び、新たなビジネスチャンスに向けた取引データの利活用のあり方について検討

を行った。 

 

1.2.本プロジェクトが対象とする企業間取引における業務プロセス（検討対象のスコーピ

ング） 

 本プロジェクトは、令和３年 10 月８日デ国第 39 号「情報処理の促進に関する法律第五

十一条第一項第八号に基づく依頼について」に基づくものである。 

 当該文書において依頼された調査研究及び必要な取組の内容は以下のとおり。 

 企業間取引について、我が国においてデータ化され、リアルタイムで把握可能な電子商

取引契約及び電子決済が取引金額の大半を占めるよう、電子インボイス標準、決済システ

ム、事業者の本人確認システム（KYC）、受発注に関するシステムなど、運用及び管理を

行う者が異なる複数の関連する情報処理システムの連携の仕組み（アーキテクチャ）を描

くこと。 

 その際、①企業がどの業種に属し、どの電子受発注システム（EDI）や決済システムを

使っていても連携可能な国際的な相互運用性を確保する API やデータ標準等の仕様の策

定、②事業者の本人確認（KYC）など必須となる追加機能の特定及びそれに必要となる連

携の仕組みの設計、③対個人取引、物流などの取組を踏まえつつ、周辺領域との接続性、

拡張性を担保するガバナンスのあり方についても検討を行うこと。 

 

 本節では、前記依頼文書を踏まえ、本プロジェクトの検討対象を明確化するため、企業

間取引における業務プロセスに係る概念の整理を行う。 

 実際の企業間取引においては、売買、交換、貸借、請負、委任等の様々な契約に基づく

上で取引が行われており、業務プロセスもそれぞれ異なっている。本プロジェクトにおい

ては、論点の簡素化のため、発注者・受注者間で行われる二者間の有償契約を念頭に、特

に民法上の典型契約の一つである売買契約2をモデルケースとして、企業間取引における

「契約・決済」に係る業務プロセスを以下の３つに分類して定義した。 

・受発注：受注者が商品・サービス（モノ）等を発注者に提供することを約束し、また実

際に移転等を行うこと 

・請 求：金銭等の対価を特定し、その支払いを求めること 

・決 済：発注者が金銭等の対価（カネ）を支払うことを指図し、また実際に対価を支払

うこと 

 なお、本プロジェクトは、企業間取引における情報処理システムの連携の仕組みを検討

対象としている。このため、契約の履行において実際にモノやカネを移転する行為3そのも

 
2 売買契約は、民法第 555 条において、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転すること

を約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定

義される。 
3 後記のとおり、モノやカネの移転は物理的に行われる場合もあれば、電子的に行われる場合のいずれ

も存在するところ、モノやカネの移転の方法の差異が取引情報/データの連携の仕組みに影響する場合は

有りうる。 
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のは直接の検討対象とせず、発注者や受注者がモノやカネの移転の約束やその履行状況に

関する取引情報/データ4の伝達の在り方を検討対象とする。 

 この点、前記で定義した受発注プロセス及び決済プロセスは、実際にモノ及びカネの移

転を伴う業務プロセスであるところ、それぞれ、モノ・カネの移転の約束・指示を行うフ

ロー（受発注フロー、決済指図フロー）と、実際にモノ・カネの移転を行うフロー（検収

フロー、決済フロー）に係る小区分を設定した。 

 前記を踏まえ、本プロジェクトが対象とする各業務プロセス及びフローを図示すると図

表１－１のとおり。 

 

図表１―１：本プロジェクトが対象とする業務プロセス及びフロー 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

  

 
4 以下、本文書では、媒体を問わずやり取りされる伝達内容を「情報」、電磁的媒体によりやり取りされ

る情報を「データ」と呼称する。 
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1.3.検討のフレームワーク 

1.3.1.包括的データ戦略のアーキテクチャ 

 世界各国は、デジタル化の進展やイノベーションの推進によるデータ量の増大、AI 能力

の向上などを背景に、デジタル社会においてデータが国の豊かさや国際競争力の基盤であ

ると捉え、新たなデータ戦略を策定・推進している。我が国においても、21 世紀のデジタ

ル国家にふさわしいデジタル基盤構築に向けた具体的な取組の方向性を示す観点から、

2021 年６月に「包括的データ戦略」が策定されている。 

 これに合わせ、戦略のビジョンを実現する上で、データに関わる我が国の全てのプレイ

ヤーが我が国全体のデータ構造を共有し、それぞれの取組の社会全体での位置付けを明確

化、連携の在り方を模索するできるようにする観点から、包括的データ戦略のアーキテク

チャが策定されており、包括的データ戦略の策定、実践は常にこのアーキテクチャを踏ま

えて行うものとされている。 

 前記の策定経緯を受け、企業間取引を扱う本プロジェクトにおいても、政府の検討に歩

調を合わせる観点から、アーキテクチャを検討するフレームワークとしてこれを参照し

た。 

 

1.3.2.包括的データ戦略のアーキテクチャの各層及び本プロジェクトにおける定義 

 包括的データ戦略のアーキテクチャは、インフラ（第１層）からルール（第５層）に至

るまでの「データ環境整備」並びに、社会実装過程における業務改革（第６層）すなわち

ビジネスプロセス・リエンジニアリング（以下「BPR」という。）及び新たな価値の創出

（第７層）からなる。 

 以下では、包括的データ戦略のアーキテクチャの各層の定義を示すとともに、本プロジ

ェクトが対象とする企業間取引におけるあてはめについて記載する。 

 

図表１－２：本プロジェクトにおける各層の定義 

 

【出典】IPA-DADC 作成 
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①第１層：インフラ 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「デジタル社会を支える５G、データセ

ンター、計算インフラなどのインフラを定義」する層とされている。 

 本プロジェクトにおいては、各取引プロセスにおいて、比較的普遍的に用いられるネッ

トワークやコンピューティングを指すものとする。例えば、請求プロセスにおける Peppol

インフラストラクチャ、決済プロセスにおいては、一般社団法人全国銀行資金決済ネット

ワーク（以下「全銀ネット」という。）が運営する全国銀行データ通信システム（以下「全

銀システム」という。）、カード決済ネットワーク等、ネットワーク及び基盤システムが相

当する。 

 

②第２層：データ 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「政府や地方公共団体が整備するベー

ス・レジストリをはじめとする社会活動の基礎となるデータの整備（公共分野を担う民間

部門のデータ整備を含む）から着手し、必要なデータを構造的に構築」する層とされてい

る。 

 本プロジェクトにおいては、取引で用いられるマスターデータ及びトランザクションデ

ータそのものを指すものとし、第５層で定義するデータ標準は含まない。例えば、取引に

おけるマスターデータとして事業者、事業所、取引番号等の識別子、トランザクションデ

ータとして受発注・請求・決済プロセスで用いるメッセージや取引データそのものが相当

する。 

 

③第３層：連携基盤（ツール） 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「上記のデータをシステマティックに連

携させるための API やカタログなどのデータ連携ツールを整備」する層とされている。 

 本プロジェクトにおいては、取引主体間のメッセージやデータ連携を行う機能を起動す

る上で必要なインターフェイス等を指すものとする。例えば、受発注プロセスにおける

VAN、請求プロセスにおける Peppol アクセスポイント、決済プロセスにおける各決済手

段を起動させるインターフェイスであるインターネットバンキング（以下「IB」とい

う。）、ファームバンキング（以下「FB」という。）、API 等が相当する。 

 

④第４層：利活用環境 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「PDS（Personal Data Store）・情報銀

行やデータ取引市場などの連携されたデータを多様な主体が使いこなすための利活用環境

を整備」する層とされている。 

 本プロジェクトにおいては、取引主体がデータ連携を行うために利用する業務システム
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を指すものとする。例えば、受発注プロセスにおける ERP5や SaaS システム、請求プロセ

スにおける会計システム、決済プロセスにおける決済電文作成機能を提供するシステム等

が相当する。 

 

⑤第５層：ルール（データガバナンス／トラスト基盤等） 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「データ標準や品質などのデータ連携に

必要なルールの整備に加え、安心してデータを利活用するためのトラスト基盤などのルー

ルを整備」する層とされており、以上の「インフラ（第１層）からルール（第５層）に至

るまで」を「データ環境整備」として取り扱っている。 

 本プロジェクトにおいては、本層をトラスト層とデータ標準層の２層に区分することと

する。 

 データ標準層は、取引主体間でやり取りされるメッセージやデータのデータ規格を指す

ものとする。例えば、受発注プロセスにおける国連 CEFACT 等の EDI メッセージ標準、

請求プロセスにおける JP PINT、決済プロセスにおける全銀協標準通信プロトコル、

ISO20022 等のメッセージ標準を中心に取り扱う。 

 また、トラスト層は、データの連携、利活用に必要とされるガバナンスを指すものとす

る。例えば、事業者の本人確認、データ利活用ルール、データ品質管理等が相当する。 

 

⑥第６層：BPR 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、「社会実装過程における業務改革」とさ

れており、BPR の検討に当たっては、「いかなるステークホルダーがいかなる価値を生み

出すのか」を特定し、「どういった業務の在り方、データ提供の在り方が求められるか」を

踏まえ、検討すべきとされている。 

 本プロジェクトにおいては、後記 3.において述べる、仮想的な次世代取引基盤により、

人手の介入を省き業務プロセスが自動的に処理可能となる状況（以下「取引のデジタル完

結」という。）が実現された際の在り方が相当する。 

 

⑦第７層：新たな価値の創出 

 包括的データ戦略のアーキテクチャにおいては、包括的データ戦略の目標として、「デー

タがつながることで「新たな価値を創出」すること」とされており、第１層から第６層に

おける検討において、「データ利用者を含むステークホルダーの視点からみて、幅広いデー

タの集約・分析・活用が包括的・効率的・一元的に実現できていること、それらの実現に

よりステークホルダーが AI シミュレーション等でデータを最大限活用することを見据え

たアーキテクチャとすることが必要」とされている。 

 本プロジェクトにおいては、後記 3.において述べる、ビジネス・ユースケース等のデー

 
5 Enterprise Resource Planning の略。財務会計、在庫管理、売上管理等の基幹となる業務システムを

統合して管理し、業務効率化による生産性向上を目的とする基幹業務統合ソフト、全社統合システムを

指す。 
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タ利活用により実現される際の新たな価値を指す。 

 

1.4.今期成果物の位置づけ及び構成 

 今期6成果物（以下「成果物」という。）は、デジタル庁から検討依頼を受けたアーキテ

クチャに係る検討の経過報告として、「契約・決済アーキテクチャ検討会」における議論や

IPA-DADC において実施した有識者及び事業者に対するヒアリングを基に IPA-DADC 事

務局において作成したものである。 

 成果物の構成及び概要は図表１－３のとおり。 

 

図表１－３：成果物の構成及び概要 

分類 概要 

グリーンペーパー（本報告書） 本プロジェクトに係る現時点（今期）の論点整理及び

成果物のとりまとめ後（来期以降）引き続き検討すべ

き事項 

リファレンスアーキテクチャ 取引のデジタル完結を実現する「仮想的な次世代取引

基盤」を事業者において実装するための検討材料 

・リファレンスアーキテクチャ 

「仮想的な次世代取引基盤」を実装するにあたり、各

事業者が実装すべき要素、またその中で協調領域とし

て設定することが望ましい要素をデータ連携オプショ

ン別に示すもの。 

・サンプルアーキテクチャ 

リファレンスアーキテクチャのうち、サンプルとして

特定のデータ連携オプションを業務フロー、システム

構成イメージ、データモデルにて表現したもの。 

ビジネス・ユースケース 仮想的な次世代取引基盤の構築により想定されうる、

BtoB 及び BtoG 取引におけるデータ連携、データ利

活用を想定したビジネス・ユースケースを示すもの。 

 

 また、本グリーンペーパーの記載に当たっては、システムズエンジニアリングの国際標

準である ISO/IEC/IEEE 15288:2015 の技術プロセスを参照しつつ検討を行った。本報告

書の目次と ISO/IEC/IEEE 15288:2015 の対応関係は図表１－４の以下のとおり。 

 

図表１－４：本報告書の記載事項と ISO/IEC/IEEE 15288:2015 におけるテクニカルプロ

セスの対照表 

章番号 ISO/IEC/IEEE 15288:2015 において対応するテ

 
6 本報告書において、デジタル庁の依頼を受けた 2021 年 10 月から本報告書発表までの期間を「今

期」、本報告書公表以後の期間を「来期以降」と表現している。 
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クニカルプロセス 

1.総論（本章） - 

2.企業間取引における業務プロセスの現状と論点 ビジネス又はミッション分析プロセス 

(Business or mission analysis process)・ビジネス

又はミッションの問題又は機会を定義し、ソリュ

ーション空間を特徴付け、問題を取り上げ解決で

きる又は機会を有益にいかすことができるよう

な、一つ以上の潜在的な可能性をもつソリューシ

ョンの集まりを決定するプロセス 

3.本プロジェクトにおいて提示するビジョン・あ

るべき姿 

4.仮想的な次世代取引基盤の構築に向けた企業間

取引のステージと要求 

 

5.仮想的な次世代取引基盤が満たすべき要件とア

ーキテクチャオプション 

 

6.普及施策の方向性 

ステークホルダーニーズ及びステークホルダー要

求事項定義プロセス 

(Stakeholder needs and requirements definition 

process) 

・定義された環境においてユーザーやその他のス

テークホルダーによって必要とされる機能を提供

できるよう、システムに対するステークホルダー

の要求事項を定義するプロセス 

システム要求事項定義プロセス 

(System requirements definition process) 

・要望されている能力についてのステークホルダ

ーから見た利用者主体のビューを、利用者にとっ

ての運用時のニーズに合致するソリューションに

ついての技術面のビューに変換するプロセス 

アーキテクチャ定義プロセス 

(Architecture definition process) 

システムアーキテクチャの代替案を作成し、ステ

ークホルダーの関心事を捉え、システム要求事項

を満たす一つ以上の代替案を選定し、一貫した一

連のビューの中でアーキテクチャを表現するプロ

セス 

7.来期以降の検討事項及び総括 - 

【出典】JIS X 0170：2020 システムライフサイクルプロセスを参考に IPA-DADC 作成 

  



 

9 

2.企業間取引における業務プロセスの現状と論点 

 本章では、まず、企業間取引の各業務プロセスに影響を及ぼすことが想定されるマクロ

外部環境の変化について 2.1.において分析を行う。次に 2.2.ないし 2.4.において、各業務

プロセスの現状分析及び論点の整理を行う。 

 さらに、2.5.ないし 2.7.において、各業務プロセスに共通した論点として取引にまつわる

識別子、事業者の本人確認及びデータ利活用ルールに係る現状分析と論点の整理を行う。 

 

2.1.企業間取引において想定されるマクロ外部環境の変化 

 今後、５年程度の中期において、企業間取引をとりまくマクロ外部環境において想定さ

れる変化要因を PEST 分析に基づき整理すると図表２－１のとおり。 

 

図表２－１：PEST 分析一覧表 

 
【出典】IPA-DADC 作成 

 

2.1.1.政治・制度的側面（Politics） 

①適格請求書等保存方式の導入 

 消費税の仕入税額控除の方式として導入される仕組み（2023 年 10 月）。また、適格請求

書は電磁的記録（電子データ）で提供することができるようになる（電子インボイス）7。 

 

②改正電子帳簿保存法の施行 

 電子取引に係る情報の電子保存等が義務付けられる改正電子帳簿保存法が 2022 年１月

 
7 国税庁（2021）「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―」 
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に施行され、２年間の宥恕措置経過後は全事業者が対応する必要が生じる8。 

 

③約束手形の利用の廃止 

 支払サイトの長さや「紙」を取り扱うことによる事務負担・リスク等9を踏まえて、政府

は紙の約束手形の利用を 2026 年に廃止する目標を掲げている。 

 

④国際取引における識別子管理等の強化 

 中国は輸出入取引における法人のデジタル認証に活用するため、輸入業者、輸出業者、

貿易業者及び国境を越えた取引を行う事業者に対し、LEI（Legal Entity Identifier）の付

記を求める方針を示している10。 

 欧州委員会は、アンチマネーロンダリング対策の一環として、2024 年以降、決済サービ

スプロバイダーに対して、欧州内外における決済取引電文中に、支払人及び受取人の LEI

の付記を義務付ける規制案を提示している11。 

また、連邦準備制度理事会（FRB）は、大口資金決済システム（Fedwire）における

ISO20022 電文フォーマットの導入の一環として、決済取引電文中に任意項目として

LEI を含めることを提案している12。 

アメリカ合衆国税関・国境警備局（CBP）は、米国への輸入品に係る取引主体やサプ

ライチェーンなどに関する情報を活用するため、2021 年から開始したグローバルなビジ

ネス識別子の概念実証において、参加者に対し、LEI、GLN（Global Location 

Number）、DUNS（Data Universal Numbering System）の三つの識別子を求めてい

る13。 

イングランド銀行（BOE）は、大口資金決済システム（CHAPS）における ISO 

20022 の導入の一環として、2024 年夏から、金融機関間の決済取引電文中に LEI の付

記を義務付けることを発表した14。 

インド準備銀行（RBI）は、2021 年に、一定額以上の国内決済を行う法人に対して

LEI の取得を義務化した。2022 年 10 月からは、一定額以上の資本または経常勘定のク

ロスボーダー取引を行う法人に対して銀行に LEI を提示することを義務化する方針を示

している15。 

 

8 財務省（2021）「令和４年度税制改正の大綱」 

9 経済産業省（2021）「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会報告書」 
10 中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会 、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局（2020）

「Roadmap to Implement Legal Entity Identifier in China(2020-2022)」 
11 欧州委員会（2021）「REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets 

(recast)(2021)」 
12 連邦官報（2021）「New Message Format for the Fedwire® Funds Service、 October.」 
13 連邦官報（2021）「Global Business Identifier、 October.」 
14 イングランド銀行（2020）「Bank of England CHAPS Enhanced ISO 20022 Messages」 
15 インド準備銀行（2021）「RBI/2021-22/137、 A.P. (DIR Series) Circular No. 20 Introduction of 

Legal Entity Identifier for Cross-border Transactions」 
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2.1.2.経済的側面（Economy） 

①プラットフォーマーの発生 

 利用者との顧客接点における優位性をてこに利用者のロックイン・利用者データの AI

等による利活用を行い、高い顧客価値を提供とするプラットフォーマーが生じつつある。 

 

②デジタル競争環境整備 

 デジタル市場においては、①強力なプラットフォームが強い顧客接点をレバレッジとし

て他分野に事業を横展開し、ネットワーク効果により急速に寡占化し、固定的な競争上の

優位性を有する傾向にあること、②メガプラットフォームが投資したスケール・メリット

を有するクラウド基盤に他の事業者が依存する傾向、③クラウド基盤に集積されたデータ

の保有量を背景とした AI の活用上の優位性、といった懸念が指摘されており、適切な競

争環境を整備する必要がある。 

 

③伝統的な取引構造（系列取引）の転換 

 大規模事業者を頂点とした重層的な取引構造は「系列取引」16と呼ばれ、主に中小事業

者は親事業者との間で分業体制を敷き、長期安定的な取引関係を築くことで、設備や技術

のような関係特殊資源に基づく生産性上の効果を享受してきた。一方、1990 年代以降、グ

ローバル化や ICT 化の進展により、長期安定的な取引関係から、多数の取引先との多面的

な取引関係への移行も指摘されている。このような取引構造の変化に対応するため、取引

基盤の構築の必要性が生じている。 

 

2.1.3.社会的側面（Society） 

①労働力人口の減少 

 2015 年の生産年齢人口 7728 万人に対し、2065 年には約 4529 万人と 35％以上の減少

が推計されている17。これを踏まえ、今後多様な業界で労働力不足が生じることが予想さ

れ、生産性向上が求められている。 

 

②労働環境の変化 

 民間事業者におけるテレワークの導入状況は 2011 年に 9.6％であったが、2021 年には

47.4％18と急速に導入が進み、労働環境が変化している。一方で、請求書の収受、取引先

への振り込み等データ化できていない紙書類への対応を理由に、2020 年には 50％の経理

担当者が全くテレワークを実施できていないことが明らかとなっている19。 

 

 
16 中小企業庁（2020）「2020 年版「中小企業白書（第２部第３章）」」 
17 国立社会保障・人口問題研究所（2017）「日本の将来推計人口 ―平成 28 年（2016）～77（2065）

年―） 
18 総務省（2020）「通信利用動向調査報告書（企業編）」 
19 Money Forward Kessai（2020）「経理財務・会計担当者のテレワークの対応状況」に関する調査 
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③トレーサビリティ確保の必要性（金銭的価値以外の社会課題の達成の必要性） 

 2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
20においては、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す観点から、17 の国際目標か

ら構成されて持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）が設定され

ている21。そのうちの一つとしては、「強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ

持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」22ことが含まれ、具体的な指

標としては「ローン又は与信枠が設定された小規模製造業の割合」や「付加価値の単位当

たりの CO2 排出量」等の社会・経済・環境を統合的に考慮した取組が求められている。 

 

2.1.4.技術的側面（Technology） 

①クラウドサービスの浸透 

 クラウドサービスの利用状況について、全社的又は一部の事業所又は部門で利用してい

る企業は 2010 年に 21.4％23であったのに対し、2020 年には 68.5％24にまで拡大してい

る。 

 

②PSTN 網あるいは ISDN サービスの廃止 

 EDI や POS システム等の取引ネットワークで用いられている PSTN 網が、2025 年に

IP 網への完全に切り替えられることに伴い、関連する業務システムを採用している事業者

においては移行対応が必要となる25。 

 

③社会的インフラの更新 

 銀行間の内国為替取引をオンライン・リアルタイムで中継するとともに、取引に伴う資

金決済を行うための全銀システムの更改が 2027 年に予定されている26。 

 

2.2.受発注プロセスの現状と課題 

2.2.1.受発注プロセスの業務フロー 

 1.2.において行った定義を踏まえ、本節では、受発注プロセスを商品・サービス（モ

ノ）の受発注を約する取引情報/データを伝達する受発注フローと、受発注フローを受け

て、受注者がモノの移転を実施し、合わせて必要な情報/データの伝達を行う検収フローに

分類の上検討を行う。受発注プロセスにおける一般的な業務フローの概略は図表２－２の

 
20 第 70 回国連総会（2015）「「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」 
21 外務省（2022）「持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けて日本が果たす役割」 
22 外務省「SDGs グローバル指標（９：産業と技術革新の基盤をつくろう）」 
23 総務省（2011）「通信利用動向調査/平成 23 年通信利用動向調査/企業編）（クラウドサービスの利用

状況）」 
24 総務省（2020）「通信利用動向調査/令和２年通信利用動向調査/企業編）（クラウドサービスの利用状

況）」 
25 総務省（2021）情報通信審議会 電気通信事業政策部会 電話網移行円滑化委員会（第 39 回） 
26 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク（2022）「全銀ネット有識者会議（１月 17 日）事務局

説明資料」 
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とおり。 

 

図表２―２：受発注プロセスの業務フローの概略 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

受発注

フロー 

① 発注者は、業務システムを利用して発注情報/データを生成する。 

② 発注者は、ネットワークを通じて受注者に対して発注情報/データを伝達す

る。 

③ 受注者は、発注情報/データを受領し、その内容を基に、商品・サービス等

（モノ）を準備する。 

検収フ

ロー 

④ 受注者は、発注者に対して、商品・サービス等（モノ）を移転し、併せて

移転内容を示した納品情報/データを伝達する。 

⑤ 発注者は商品・サービス等（モノ）を受領し、納品情報/データと発注情報

/データと照らし合わせ、検収を行う。 

⑥ 発注者は、受注者に対してネットワークを通じて検収情報/データを伝達す

る。 

 

 受発注プロセスでは、受発注情報/データを生成・集約するため、発注者及び受注者のそ

れぞれにおいて、業務システム（第４層）が用いられる。具体例として、ERP システムや

パッケージ型受発注システムが相当する。また、本検討では、電磁的なシステムを導入し

ていない事業者が利用する帳簿等についても、受発注情報/データを処理する役割を担うこ

とから、業務システムとして整理する。 

 また、受発注情報/データを取引当事者間で伝達する目的で事業者間ネットワーク（第３

層）が利用されている。具体例として、VAN や Web-EDI 等が相当するが、本検討では、

電子メールで受発注や検収情報をやり取りする際にはインターネット等、電話や FAX を用
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いる場合には電話回線、書面にてやり取りされる場合には郵便網等がそれぞれネットワー

クに相当すると整理する。 

 なお、昨今では、SaaS 型のクラウド ERP 事業者等によって業務システムと事業者間ネ

ットワークを兼ねた機能を提供するサービスも生じ始めている。 

 

2.2.2.受発注プロセスにおけるデータ化の進展状況 

 大規模事業者においては、受発注に係る業務システムやネットワークの導入は相当程度

進展している。一方、中小事業者においては、デジタルデータを活用する業務システムの

利活用が進んでおらず、未だ電話や FAX などのアナログな受発注方法を利用する事業者も

多くみられる。 

 各種調査によれば、2022 年時点で、受注事業者における電子受発注システム導入率は

48.5%であった（図表２－３）。また、2019 年において、中小事業者の受発注プロセスに

おいて利用されている事業者間ネットワークの多くは FAX や電子メールであり、EDI や

Web-EDI を利用する中小事業者はそれぞれ 10％程度にしか過ぎなかった（図表２－４）。 

 

図表２－３：受注事業者における電子受発注への対応状況 

図表２－４：受発注取引におけるネットワークの利用状況 

 

【出典】 

・中小企業庁（2022）「受発注のデジタル化に関する推進方策報告書」 

・帝国データバンク（2019）「経営診断ツールの認知・活用状況及び、決済・資金調達の実態に関する

調査」報告書（図表 82） 

 

2.2.3.受発注情報/データと各業務プロセスとの連携状況 

 企業間取引において、受発注情報/データと、その後の業務プロセスである検収・請求・

決済の各プロセス情報/データとの対応関係を明確化できれば、各業務プロセスの関連性の

把握が容易になることにより、各事業における生産性改善に大きく寄与する可能性があ

る。 
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 この点、IPA-DADC が実施した事業者ヒアリングにおいては、受発注・検収・請求・決

済の各業務を担当する部署が異なること、各部署が独自に相互運用性のないシステム投資

を行っていること等の事情により、各業務プロセス間のデータの対応関係を明確にできて

いない事例が多く見られた。 

 他方、これら各業務プロセスで用いられるシステムやデータを統合的に管理する観点か

ら、ERP を導入し、各プロセス間の対応関係を明確化する仕組みを構築している事業者も

存在する。 

 ただし、IPA-DADC が実施したヒアリングにおいては、ERP を採用する事業者におい

ても、以下の事情により、本来期待されるほどの生産性向上が実現されないケースも多い

との意見も見られた。 

・そもそも取引先事業者から検収や請求に係る情報の伝達がなされずに、業務プロセスを

進めている取引が存在すること 

・取引先事業者から伝達される受発注情報がデータ化されていないため、ERP 等において

情報を取り込む負担が大きいこと 

・取引先事業者から伝達される受発注や検収に係る情報に、各業務プロセスとの対応関係

を明らかにする情報が含まれていないこと 

・取引先事業者から伝達される受発注データが、異なるデータ標準やネットワークに基づ

くため、ERP が受発注データを統合的に管理するためのシステム投資負担が大きいこと 

 

（事業者からのヒアリング内容） 

・データ化されていない取引情報を ERP 等に取り込む負担が大きい。 

・業界にて定められた標準 EDI 仕様、個別の大規模事業者の取引システム、Web-EDI シ

ステムは、業界特性による必要な情報量や取引管理粒度の差が大きく、分野相互の連携

を前提としておらず、ERP により統合管理を可能にするデータ項目の整理が困難となっ

ている。 

・事業者間においてやり取りされる取引メッセージにおいて、受発注・検収・請求のそれ

ぞれを紐づける情報が添付されていない場合や、検収・請求等の情報が連携されないま

ま、実務上は取引を行っていることもあるため、各取引プロセスの紐づけを明確化する

ために人手による都度の作業負担が発生している。 

 

2.2.4.受発注プロセスにおいて想定される業務環境変化及び政策動向 

①中小事業者における電子受発注システム導入率を５割とする政策目標 

 中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上に向けた課題の把握・施策の検討を省庁

横断的に実施することを目的として、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のた

めの関係省庁連絡会議」が設置されている。当該連絡会議の中小企業等の活力向上に関す

るワーキンググループ（第１回：令和３年１月 26 日）においては、2023 年を目途に、中

小事業者における電子受発注システム導入率について、約５割を目指すこととされてい

る。 
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②中小企業共通 EDI 標準の整備とデータ連携基盤の整備 

 中小事業者が抱える受発注業務の IT 化に係る問題を解決する観点から、中小企業庁にお

ける「経営力向上・IT 基盤整備支援事業（次世代企業間データ連携調査事業）」では、各

EDI サービスプロバイダーが、ユーザー企業の固有注文情報を国連 CEFACT 準拠の共通

辞書の意味情報に従い変換を行うことで、仕様の異なる取引先の固有注文情報として認識

できる仕組みを規定する、「中小企業共通 EDI 標準」が 2018 年に策定されている。当該

標準に関し、注文メッセージ以外の取引プロセス（見積、見積回答、注文回答、出荷、検

収、請求、支払通知）への対応(ver3.0)や普及に向けた取組等、特定非営利活動法人 IT コ

ーディネータ協会における継続した取組が行われている。 

 

図表２－５：中小企業共通 EDI 標準の仕様イメージ 

 

【出典】中小企業庁（2020）「実証実験結果をご紹介！商取引から決済までの一貫したデータ活用によ

る業務効率化効果」 

 

 しかし、これらの普及を図ると同時に、EDI に準拠しないシステムを導入している事業

者への対応や、業界ごとに異なる EDI 標準を採用している事業者の間における取引に関わ

るデータの連携も、焦眉の急を要する課題となっている。このため、中小企業庁及びデジ

タル庁では、異なる EDI 標準を採用する、または、EDI 標準を採用していない事業者との

間でも取引関連データの授受を可能とするためのデータ連携基盤を、コネクタ技術をベー

スに構築し、その実証事業を始めることとしている。 

 

 

図表２－６：産業データ連携基盤により様々な中小企業の受発注が電子的につながるイメ

ージ 
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【出典】中小企業庁（2022）「受発注のデジタル化に関する推進方策報告書」 

 

2.2.5.受発注業務プロセスにおける課題 

 受発注取引の現場では、そもそも、デジタル化されていない取引の現状や、一言で「取

引」といっても、長年にわたる取引慣行の中で多様な形態が存在しており、デジタル化以

前の段階の課題として、多くの問題が指摘されている。 

 その一端を、中小企業庁の調査研究の成果から拾い出せば以下のとおりである。 

 

図表２－７：受発注業務の課題 

 
【出典】中小企業庁（2022）「受発注のデジタル化に関する推進方策報告書」 

 

 他方、こうした現状分析を踏まえ、情報処理システムの観点から改めて整理を行うと、
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受発注情報のデータ化に係る課題と、受発注システム間又は異なる業務プロセス間のデー

タ連携に係る課題に分類して整理することができ、具体的には図表２－８のとおり。 

 

図表２－８：受発注情報のデータ化に係る課題及び受発注システム間又は異なる業務プロ

セス間のデータ連携に係る課題 

課題 内容 

データ化に係る課題 ・既存の業務の切替えコストが高いため、受発注情報のデータ化

やそれを可能にする業務システムの導入が行われない。 

・取引先が機械的に可読な受発注データを伝達しないためシステ

ム化しても業務負荷が改善しない。 

データ連携に係る課

題 

（受発注業務システム間の相互運用性の課題） 

・事業者ごとに受発注プロセスで用いられるデータ規格及び通信

規格が異なるため、業務システム等対応させる負担が大きい。 

（プロセス間の相互運用性の課題） 

・取引先から検収や請求に係る情報の伝達を受けないまま、業務

プロセスを進めている商慣行が存在する。 

・受発注を行う調達部門、検収を行う物流部門、請求を行う経理

部門間で異なる業務システムを利用しており、それぞれのデー

タ項目を紐づける関連性が標準化されていない。 

・取引先から伝達される受発注や検収に係る情報に、各業務プロ

セスとの対応関係を明らかにする情報や後続プロセスを実施す

る上で必要な情報が含まれていない。 

 

 一般に、生産性改善効果がシステム改修や運用コストを上回らなければシステム導入や

データ連携の取組は進み難いと考えられるところ、前記の課題が生じている現状において

は、取引量の少ない中小事業者や、十分な取引ボリュームが見込めない受発注ネットワー

クにおいては、規模の経済やネットワーク効果の観点から生産性改善効果が限定的となる

と考えられ、事業者の自助努力に任せたのみでは、取引のデータ化の進展やデータ連携の

実現は困難な可能性があると考えられる。このため、事業者に対する IT 導入補助金のよう

な政策的支援を併用しつつ、システム導入の経済性の向上を図るため、データ連携基盤の

構築・導入によって、異なる仕様の異なるシステム間のデータの連携を可能とし、小規模

事業者などを念頭に置いてもなお、取引のデジタル化に対する費用対効果の改善が図られ

ていくような仕組みを考えていくことが必要と考えられる。 

 

 その他、契約・決済アーキテクチャ検討会委員（以下「検討会委員」という。）からは以

下のような指摘があった 

・取引のデータ化によるインセンティブは、大企業と零細企業で程度が異なる。大企業は

データ量が膨大であるためデジタル化のメリットは容易に創出可能だが、システムの切
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り替え難易度が高く、導入段階でのインセンティブ付けが重要。逆に零細企業の導入ハ

ードルは大きくないが、デジタル化のメリットが相対的に小さいため、利用することに

よるインセンティブを付けていかないと普及が進まないのではないか。 

・汎用的なプラットフォームから高度化した業界に特化した仕組みまである中で、シーム

レスなデジタル化を考えると、一つのプラットフォームでやり取りするだけで、裏でデ

ータが標準化され連携されることが重要。 

・取引プラットフォームを利用したデジタル化と、紙から pdf への移行もデジタル化と呼

ばれている現状のギャップの解消が必要。例えば、国認定の Excel フォーマットを普及

させるなど、簡便な仕組みの方が素早く効果が得られるのでは。 

・弱い立場の人が電子化を望んでいるにもかかわらず、上流側が応じてくれないという問

題をいかにして変えていくかが鍵。 
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2.3.請求プロセスの現状と課題 

2.3.1.請求プロセスの業務フロー 

 1.2.において定義を行ったとおり、請求プロセスは、金銭等の対価を特定し、その支払

いを求める業務プロセスである。 

 請求プロセスにおいては、受注者が発注者の支払うべき金銭等の対価を特定し、請求書

等により請求情報/データを伝達する請求フローと、発注者において自らが支払う金銭等の

対価を特定し、支払通知書等により支払通知情報/データを伝達する支払通知フローのいず

れかが行われる。特に支払通知は、発注者が十分に受注者ごとに買掛金の状況を管理・把

握する必要があることや通知内容の信頼性が必要とされることから、発注者が大規模事業

者である場合に行われることが多い。 

なお、本プロジェクトにおいて、請求プロセスは情報/データの伝達のみが行われ、モ

ノ・カネの移転は受発注プロセス及び決済プロセスにおいて行われるものと整理する。 

 請求プロセスにおける一般的な業務フローの概略は図表２－９のとおり。 

 

図表２－９：請求プロセスの業務フローの概略 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

請求

フロ

ー 

① 受注者は、業務システムを利用して、受発注情報/データと検収情報/データ

を突合し、請求情報/データを生成する。 

② 受注者は、ネットワークを通じて発注者に対して請求情報/データを伝達す

る。 

③ 発注者は、請求情報/データを受領し、自らの業務システムと突合し、内容の

妥当性を確認する。 

支払 ❶ 発注者は、業務システムを利用して受発注情報/データと検収情報/データを突
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通知

フロ

ー 

合し、支払通知情報/データを生成する。 

➋ 発注者は、ネットワークを通じて受注者に対して支払通知情報/データを伝達

する 

➌ 受注者は、支払通知情報/データを受領し、自らの業務システムと突合し、内

容の妥当性を確認する。 

 

 請求プロセスにおいても、請求・支払通知に係る情報/データを作成・集約するため、発

注者及び受注者のそれぞれにおいて、業務システム（第４層）が用いられる。具体例とし

て、ERP システムやパッケージ型受発注システムが相当する。また、本検討では、電磁的

なシステムを導入していない事業者が利用する帳簿等についても、請求・支払通知に係る

情報/データを処理する役割を担うことから、業務システムとして整理する。 

 また、請求プロセスにおいても、請求・支払通知に係る情報/データを取引当事者間にお

いて伝達する目的で事業者間ネットワーク（第３層）が利用されている。具体例として、

VAN や EDI のほか、電子請求システムが相当するが、本検討ではデータ化されていない

業務フローにおいて利用される、郵送における郵便網や FAX 等における電話回線網等につ

いても事業者間ネットワークに相当すると整理する。 

 また、受発注プロセス同様に、SaaS 型のクラウド ERP が業務システムと事業者間ネッ

トワークを兼ねた機能を有するサービスを提供することもある。 

 

2.3.2.請求プロセスにおけるデータ化の進展状況 

 多くの大規模事業者間の取引では EDI や Web-EDI 等を利用した請求を行うケースがみ

られる。また、発注者が大規模事業者である場合において、支払通知を発出することで、

受注者が実施する請求書の発行業務を置き換えるケースも見られる。 

 各種調査によると、2021 年において中小事業者が請求情報/データを生成する際に用い

るツールとしては、会計パッケージソフトが 24％、ウェブ請求書発行システムが７％、会

計クラウドサービスが５％と、機械可読性の高い請求データを生成する事業者は未だ限定

的である。一方、機械可読性が必ずしも高くない表計算ソフト等により請求書を発行する

事業者は 36％と多い傾向がみられた。 

また、2021 年において、請求プロセスにおいて利用されているネットワークは、郵送

（83%）や FAX（17%）が主であり、機械可読性の高い EDI、Web-EDI、クラウドといっ

た手段を利用する中小事業者はそれぞれ 10％以下であった。 

 

図表２－１０：請求情報/データの生成に係る業務システム 

図表２－１１：事業者間ネットワークの利用状況 
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【出典】公益財団法人全国中小企業振興機関協会（2021）「2021 年度下請中小企業・小規模事業者等活

性化調査研究等事業」ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調

査報告書及び中小企業庁（2016）「決済事務の事務量等に関する実態調査」最終集計報告書27を基に

IPA-DADC 作成 

 

2.3.3.請求プロセスにおいて想定される業務環境変化と政策動向 

①消費税における適格請求書等保存方式（インボイス制度） 

 2023 年 10 月から導入される、消費税における適格請求書等保存方式（インボイス制

度）により、現行の区分記載請求書等の保存に代え、税務署長に申請して登録を受けた課

税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書（いわゆるインボイ

ス）」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となる。 

 適格請求書においては、現行の区分記載請求書等に加えて、適格請求書発行事業者の登

録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。 

なお、当該適格請求書の記載事項は必ずしも１つの書面のみで満たしている必要はな

く、請求書、支払通知書、納品書等の名称を問わず、相互の関連が明確な複数の書類

（納品書と支払通知書等）全体で記載事項を満たしていれば、それらを保存することで

仕入税額控除の適用は可能である。 

 

図表２－１２：適格請求書等保存方式の概要 

 

 
27 中小企業庁（2016）「決済事務の事務量等に関する実態調査」最終集計報告書 
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【出典】国税庁（2021）「適格請求書等保存方式の概要」 

 

 適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、適格請求書発行事業者は、取引

相手の求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じるところ、事業者によっては既存の

請求書等の記載事項の変更を行う必要が生じることも想定される。 

 

②デジタルインボイス（Peppol）の導入 

 デジタルインボイスは、前記のインボイス制度への移行を見据えて、各事業者の記載事

項の変更負担への対応や電子インボイスの利用を通じた請求プロセスのデジタル化を促進

する観点から、デジタル庁を中心として、グローバルな標準仕様である「Peppol」をベー

スとした電子インボイスの標準仕様の策定に向けた取組である。 

 デジタルインボイスが導入された場合、請求プロセスにおいて、異なる事業者間ネット

ワークをまたいだ請求メッセージのやり取りを可能とする Peppol ネットワークと Peppol

ネットワークにおいて利用されるメッセージ標準（JP PINT）を用いることにより、図表

２－１３の例のとおり、各事業者は、自社の利用している会計ソフトや ERP システムを

そのまま使用しつつ、異なる事業者間ネットワークを利用する事業者との間で請求プロセ

スを実施することが可能となる。 

 

図表２－１３：Peppol  

 

【出典】デジタル庁（2022）「デジタルインボイスの普及に向けた取組」を基に IPA-DADC 作成 

 

① 受注者（売り手）（C1）は、自らのアクセスポイント（C2）に対し、原則、JP PINT

に対応したインボイスデータを送付する。 

② アクセスポイント（C2）は、送付を受けたインボイスデータが対応する Rule に沿っ

たものか否か検証（Validation）を行う。 

③ 検証を行った結果、問題ない場合、アクセスポイント（C2）は、買い手（C4）のアク

セスポイント（C3）に対し、インボイスデータを送付する。 
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④ アクセスポイント（C3）は、買い手（C4）に対し、インボイスデータを送付する。 

 

 JP PINT は、Peppol ネットワークでやり取りされるデジタルインボイスの日本の標準

仕様である。現在、ver.0.9.1 が公表されている。 

 

③デジタルインボイス導入後の請求プロセスに想定される変化 

 請求データを用いて実施される請求プロセスは、現状、 

・VAN や紙媒体等のネットワークを利用して、請求を行う場合（A→B、下図①） 

・特定のクラウド ERP 内で請求を行う場合（C→D、下図②） 

により運用されている。 

 また、今後、Peppol に対応したデジタルインボイスが普及した場合には、 

・異なる業界 VAN やクラウド ERP 等をまたいで請求プロセスを実施する場合（A→D、

下図③） 

が生じることとなるため、図表２－１４の３パターンが生じることが考えられる。 

 

図表２－１４：Peppol 運用後の請求プロセスの想定パターン 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 一方、検討会においては、A→B のパターンのように事業者間ネットワークとして請求

機能を有する業界完結型の EDI 等を提供する事業者においては、適格請求書に対応した請

求プロセスを独自に構築する傾向があるため、Peppol に対応するインセンティブが強くな

いとの指摘も見られた。 

 

（検討会委員の意見） 

・データ利活用ユースケースを事業法人にヒアリングしていく中で、課題として出てくるポ
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イントの一つとして Peppol の浸透に係る懸念がある。大手の事業法人だと、ERP、EDI

や独自のアプリケーションを用いて、データのデジタル化や消込を進めているとの声が聞

かれる。こういった事業者は今後の適格請求書への対応に向けた取組を現在進行中である

が、必ずしも Peppol に対応していないとの話が聞かれる。やはり国で決めた標準が強制

力を伴わないと、今既存にあるシステムの中で簡単に済ませる方向に流れてしまうのでは

ないか。 

 

2.3.4.請求プロセスの課題 

 前記の請求プロセスにおける現状分析においてみられた課題を、請求情報のデータ化に

係る課題と、システム間のデータ連携に係る課題に分類して整理すると以下のとおり。 

 

図表２－１５：請求情報のデータ化に係る課題及びシステム間のデータ連携に係る課題 

課題 内容 

データ化の課題 ・既存の業務の切替えコストが高いため、請求情報のデータ

化やそれを可能にする業務システムの導入が行われない。 

・取引先が機械的に可読な請求データを伝達しないためシス

テム化しても業務負荷が改善しない。 

データ連携上の課題 ・請求情報のデータ規格が現状標準化されておらず、また情

報量の差異も大きい。 

・業界完結型の EDI 等が既に整備されている場合に、独自に

請求プロセスにおいて適格請求書に対応する傾向があり、

異なるネットワークへの請求に対応する観点から Peppol を

採用するインセンティブが弱い。 

 

2.4.決済プロセスの現状と課題 

2.4.1.決済プロセスの業務フロー 

 1.2.において行った定義を踏まえ、本検討では、決済プロセスを、発注者が金銭等の対

価（カネ）の支払いを指図するため、決済手段の提供事業者または決済仲介サービスの提

供事業者に対して決済情報/データを伝達する決済指図フローと、決済指図フローを受け

て、決済手段の提供者がカネの移転を行い、また付随する金流情報/データを伝達する決済

フローに分類して検討を行う。 

 決済プロセスにおける一般的な業務フローの概略は図表２－１６のとおり。 

 

図表２－１６：決済プロセスの業務フローの概略
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【出典】IPA-DADC 作成 

 

決済

指図

フロ

ー 

① 発注者は、請求書や支払通知等を基に、業務システムの利用により決済情報/

データを生成する。 

② 発注者は、決済手段を提供する主体に対して窓口、ATM、IB、FB 等のイン

ターフェイスを通じて決済情報/データを伝達し、決済指図を行う。 

決済

フロ

ー 

③ 決済手段の提供者は、提供する決済手段を通じ、受注者に対する決済（カネ

の移転）を行う。 

なお、発注者と受注者が利用する決済サービス提供者が異なる場合には、異

なる決済サービス提供者間を接続するための決済ネットワーク（全銀システ

ム、クレジットカード国際ブランドネットワーク等）が利用されることもあ

る。 

④ 受注者に代金の入金（カネの移転）が行われる。 

⑤ 受注者は入金を受けて、受発注や請求情報/データとの照合を行う。 

 

 決済プロセスでは、発注者及び受注者のそれぞれにおいて、決済指図を行うための情報/

データを作成・集約するための業務システム（第４層）が用いられる。具体例として、

ERP システムやクラウド会計ベンダーが相当する。また、電磁的なシステムが導入されて

いない場合であっても、事業者が帳簿等を利用して業務を処理している場合には、帳簿等

も業務システムに該当するものとする。 

 また、決済プロセスにおいては、発注者が決済サービスの提供者（金融機関、カード会

社等）に対して、決済指図を伝達するためのインターフェイス（第３層）が設けられてい

る。具体例として、IB や FB のほか、銀行窓口や ATM が相当するが、決済サービスの提

供者が決済サービスの提供に係る更新系 API を整備している場合においては、当該 API を
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利用することで電子決済等代行業者等が決済指図を仲介することもある。 

 なお、決済手段は同一であるが、異なる決済サービスの提供者をまたぐ決済を実施する

場合には、異なる決済サービス提供者間を接続するための決済ネットワーク（第１層）が

用いられる。具体例として、振込における全銀システムやクレジットカードにおける国際

ブランドネットワークが相当する。 

 

2.4.2.決済手段の状況 

 企業間の決済プロセスにおいては、様々な決済手段が利用されている。各種調査によれ

ば、2021 年において 86％の中小事業者は決済手段として振込を用いている。一方、デジ

タル化されていない決済手段としての現金（55％）や、廃止が見込まれる決済手段として

手形・小切手（28％）の利用が残存している状況もみられる。 

 

図表２－１７：中小事業者における決済手段の利用状況 

 

【出典】公益財団法人全国中小企業振興機関協会（2021）「2021 年度下請中小企業・小規模事業者等

活性化調査研究等事業」ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する

調査報告書及び中小企業庁（2016）「決済事務の事務量等に関する実態調査」最終集計報告書を基に

IPA-DADC 作成 

 

2.4.3.振込と関連するシステム 

①振込の業務フローと全銀システム 

 振込は、依頼人から振込原資とともに振込依頼を受けた金融機関が、依頼人の指定した

受取人の口座に対して、当該原資の送金を行う決済行為である。 

 なお、依頼人が振込を依頼した金融機関（仕向銀行）と、依頼人が指定した口座の金融

機関（被仕向銀行）が異なる場合（他行為替）には、異なる金融機関間の資金決済を実施

するために、全銀ネットが運営する全国銀行内国為替制度が利用されている。また、同制

度を運営するための銀行間ネットワークシステムとして、全銀システムが用いられてい

る。 

 全銀システムを利用して実施する顧客向けの振込に係る標準的なフローは、以下のとお

り。 

①依頼人が振込原資とともに、仕向銀行に振込を依頼する。 

②仕向銀行は、依頼人が指定した被仕向銀行あてに全銀システムを経由した為替通知と呼
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ばれる決済データを発信する。 

③全銀システムを経由して仕向銀行から為替通知を受信した被仕向銀行は、為替通知の記

載内容に従い、受取人の口座に記帳する。 

 

 全銀システムを利用する際に用いられる為替通知と呼ばれる決済データ標準には EDI 情

報欄が存在しており、全銀システムのみでもデータ連携は可能である。ただし、全銀シス

テムは固定長電文であり、EDI 情報欄には指定文字 20 桁のみの記載が可能であることか

ら、連携できるデータ情報量には限界がある。 

 

②全銀 EDI システム 

 全銀 EDI システム（以下「ZEDI」という。）は、支払企業から受取企業に総合振込（多

数の振込を一括して実行できるサービス）を行う際、支払通知番号・請求書番号など、さ

まざまな EDI 情報の添付を可能とするシステムであり、2018 年 12 月から稼働が開始され

ている。ZEDI により、企業間の振込電文は、固定長形式から国際標準（ISO20022）に準

拠した XML 形式を利用可能となり、多くの情報を自由に設定することができるようにな

った。 

 例えば、XML 形式の EDI 情報欄には、支払通知番号や請求書番号等の商取引に関する

情報の添付が可能となり、ZEDI を利用することで、受取企業側での売掛金の消込作業が

効率化されるなど、事務負担の軽減が可能となった。 

 ZEDI のシステム概要は図表２－１８のとおり。 

 

図表２－１８：ZEDI のシステム概要 

 

【出典】一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク（2019）「全銀 EDI システムのご案内」 

 

③更新系 API 

 平成 29 年改正銀行法において「電子決済等代行業」が定義された（第２条第 17 項）。
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これにより、金融機関に口座を開設している者から当該口座に係る資金を移動させる為替

取引を行う指図の伝達を受け、当該金融機関に対して伝達する事業を行う者などは、電子

決済等代行業に該当するとされている（同第１号）。 

 当該伝達を行う際は、「電子情報処理組織を使用する方法」により行われることとされて

おり、特に為替取引の指図を行う場合には、金融機関が提供する更新系 API を用いること

で、セキュリティを確保しつつ、金融機関と電子決済等代行業の連携促進が図られてい

る。 

 各銀行が提供する更新系 API に関しては、一般社団法人全国銀行協会において公表され

ている「銀行分野のオープン API に係る電文仕様標準について28」にて、参照系 API を含

む API のメッセージ上の標準的な項目やその定義等の目安となる電文仕様標準を定めてい

る。また、銀行による API の提供に当たっては、公益財団法人金融情報システムセンター

（FISC）において公表されている「API 接続チェックリスト29」が銀行と電子決済等代行

業者間の共通理解を醸成するツールとして用いられている。 

 

2.4.4.振込におけるデータ化状況 

①決済指図の伝達方法 

 我が国における法人顧客による他行為替の振込においては、件数ベースで見た場合、大

半の取引において IB 等による決済指図が行われている。 

 

図表２－１９：法人顧客による他行為替の決済指図の伝達方法 

 

【出典】金融庁による金融機関向け調査を基に IPA-DADC 作成（数値等につき未確定） 

 

 また、金融機関は、ATM 利用よりも法人向け IB 等を利用する際の振込手数料を安価に

設定する傾向がみられている。 

 

図表２－２０：法人向け IB 等を利用する際の振込手数料 

 
28 一般社団法人全国銀行協会（2018）「銀行分野のオープン API に係る電文仕様標準について（第２

版）」 
29 金融情報システムセンター（2018）「API 接続チェックリスト＜2018 年 10 月版＞」 
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【出典】金融庁による金融機関向け調査を基に IPA-DADC 作成（数値等につき未確定） 

 

 一方、中小事業者に限定した場合、依然として 54％の事業者が窓口・ATM といったア

ナログな方法による決済指図を行っている状況が見られる。 

 

図表２－２１：中小事業者の振込の手段 

 

【出典】公益財団法人全国中小企業振興機関協会（2021）「2021 年度下請中小企業・小規模事業者等活

性化調査研究等事業」ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調

査報告書及び中小企業庁（2016）「決済事務の事務量等に関する実態調査」最終集計報告書を基に IPA-

DADC 作成 

 

 IB 等の振込費用が ATM 等より安価にもかかわらず、中小事業者における IB 等の利用

が増加しない理由に関して、実際に法人 IB の普及に取り組んでいる銀行からは、特に中

小事業者において、IB の導入率はコロナ禍の影響で高まっているものの、「操作方法が分

からない」、「決裁権限者自身の利用意欲が乏しい」、「現金利用が多く利用メリットがな

い」等の事情により、稼働率が低いケースも見られるとの見解がみられた。 

 また、金融庁が実施したアンケート調査においては、銀行からは、振込回数の少ない事

業者は、振込手数料の差額の累積が IB 等の月額基本利用料を上回らないためコストメリ

ットがないとの見解も見られたほか、既存事務の変更に関する事業者の抵抗感（現状維持

バイアス）、事業者におけるセキュリティ上の不安等の懸念を指摘する意見も見られた。 

 

②ZEDI の利用状況 

 金融庁が実施したアンケート調査においては、法人顧客が実施する IB 等を利用した他

行為替における ZEDI 利用率は 2021 年において、0.01％と非常に低調な状況がみられ

た。 

 また、ZEDI に対応している銀行が 102 行存在する中、主力 IB 等サービスにおいて対応

している銀行はそのうち 91％存在した。ただし、半数弱の銀行は ZEDI の利用に当たって
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オプションの申し込みを必要としていたほか、後記の課題等を理由として、ZEDI に対応

した更新系 API を整備している銀行は 14％と低調な状況がみられた。 

 

図表２－２２：金融機関における ZEDI 対応状況 

 

【出典】金融庁による金融機関向け調査を基に IPA-DADC 作成（数値等につき未確定） 

 

 ZEDI の推進に係る課題として、銀行からは以下の見解がみられた。 

・事業会社の顧客からニーズがなく、開発しても利用の見込みがないため、銀行側の

ZEDI 推進インセンティブが薄い。 

・売り手は特段の負担なく入金消込の効率化という便益を被ることができるが、買い手に

は EDI 情報の入力負担が発生する一方で享受できる便益が小さいため、事業者側の

ZEDI 推進インセンティブが薄い。 

 

 なお、金融庁による実態調査及び IPA-DADC によるヒアリングを踏まえると、ZEDI の

利活用に関しては、仮に受発注・請求のデータ化が進展したとしても、少なくとも以下の

課題により、ただちに ZEDI との連携が進まない可能性があると考えられる。 

 

図表２－２３：IB を利用した ZEDI 利用ケースにおける現状の主な課題 

 

課題 関係主体 課題の内容 

① 事業者 支払企業に金流データを添付するインセンティブが乏しい。 
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② ERP・会計ベンダー ERP・会計ソフトが XML に対応した電文を作成できないケー

スもあり、金流データの添付が行えない。 

③ 銀行、ERP・会計ベンダー 更新系 API（特に XML 電文対応）の整備・利用が途上。 

④ 事業者、銀行 中小事業者で IB 等システムの利用率が低いケース及び ZEDI

サービスを利用する際の IB の UI/UX について改善の余地。 

⑤ 銀行、ERP・会計ベンダー 銀行の参照系 API や ERP・会計ソフトが金流データの取り込

みに対応していないケースが存在。 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

③更新系 API の対応状況 

 金融庁が実施したアンケート調査においては、振込のインターフェイスとして、更新系

API を利用可能な銀行は全体の 29％程度に過ぎず、そのうち実際に電子決済等代行業者と

連携契約を締結している銀行は半数以下であった。一方、金融庁実態調査において、調査

時点で更新系 API を整備していない銀行の約 57％が、整備に向けて準備中と回答してい

る。 

 また、対応可能な更新系 API を提供する銀行のうち、56％は FISC が発行する API 接

続チェックリスト以外の要件を事業者に提示している状況がみられた。 

 また、更新系 API を整備している銀行のうち 25％のみが更新系 API の利活用促進施策

を実施しており、API マーケットプレイスやポータルの利用、仕様の公開等を行う銀行も

見られた。 

 

図表２－２４：各行における更新系 API 振込への対応状況 

 

【出典】金融庁による金融機関向け調査を基に IPA-DADC 作成（数値等につき未確定） 

 

 銀行側からは、金融庁実態調査において、更新系 API の推進を進めていく上で課題とし

て、以下の見解がみられた。 

・銀行にとってコストに見合うほどの収益が見込めない。 

・銀行がベンダーに支払う費用が大きな負担となっている。 

・各行・電子決済等代行業者において、API 仕様及びセキュリティ基準の統一が必要30 

 
30 他方、オープン API のあり方に関する検討会（2017）「オープン API のあり方に関する検討会報

告書」においては、API の標準的な仕様を検討する上での留意事項として、「 API を構成するプログラ
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・振込手続きを完全に電子決済等代行業者に委ねることにはセキュリティ面の課題がある

ことを踏まえ、現在の更新系 API 仕様は電子決済等代行業者のサービス内で振込の承認

依頼をかけられることに留まっており、その後に IB へログインして承認操作をする必

要があるため、顧客利便性にも欠ける。 

 

 また、IPA-DADC が実施した会計システムベンダー向けヒアリングにおいては、会計シ

ステムベンダーからは、 

・更新系 API は接続に求められるセキュリティ負担が大きく、明確なユースケースがない

中、負担が大きい 

 との見解も見られた。 

 

2.4.5.決済プロセスに係る業務環境変化及び政策動向 

 決済手段のうち振込に関するシステムとしては、2027 年に全銀システム更改が予定され

ており、要件等の検討が今後本格化することが見込まれているほか、2018 年末に稼働した

ZEDI の更改期限が 2024 年に到来する。 

 また振込以外の決済手段については、現金化まで時間がかかり、中小事業者の資金繰り

を圧迫しがちな商慣行の改善を目的として、政府は紙の約束手形の利用を 2026 年に廃止

する目標を掲げている。 

 

2.4.6.決済プロセスにおける課題 

 前記の決済プロセスにおける現状分析においてみられた課題を、決済情報のデータ化に

係る課題と、システム間のデータ連携に係る課題に分類して整理すると図表２－２５のと

おり。なお、データ連携に係る課題は、請求・決済プロセス間の相互運用性の観点から整

理している。 

 

図表２－２５：決済情報のデータ化に係る課題及び請求・決済プロセス間のデータ連携に

係る課題 

課題 内容 

データ化の課題 ・一部の中小企業において電子的に決済手段の起動が可能なシス

テム（IB 等）を利用しない 

 

ムを金融機関間で共通化（標準化）した場合、当該プログラムに脆弱性が発見されると、その影響が数

多くの金融機関に及ぶ可能性がある」との指摘も存在する。 
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データ連携上の課題 （プロセス間の相互運用性の課題） 

・請求データ規格が多様であることや、全銀プロトコルの情報量

制約や業務システムが ZEDI に対応した XML 電文に対応して

いないことにより、請求データと決済データのデータ項目を紐

づける関連性が整備されていない 

・XML 電文対応の更新系 API の整備が途上であることや、

ZEDI の利活用が進んでいないことにより、事業者間で請求デ

ータと決済データを紐づけるための決済通信規格が十分に機能

していない 

・更新系 API の推進により見込む収益がコストに見合わないこ

とや、ビジネス・ユースケースが明確でないこと、標準化が十

分になされていないことにより、更新系 API の利活用が途上 

 

2.5.識別子に係る論点 

2.5.1.契約・決済取引において利用される識別子 

 受発注・請求・決済の各取引プロセスにおいてやり取りされるメッセージやデータにお

いては、取引相手、取引そのもの、取引の内容等を特定するために識別子が使われてい

る。 

 取引において利用される識別子の類型例は図表２－２６のとおり。 

 

図表２－２６：取引において利用される識別子の類型例 

類型例 具体例 内容 

取引相手に

係る識別子 

事業者識別子 取引主体となる事業者を識別。新規取引先の発生、会社

の統合・分裂、廃業等により増減。 

事業所識別子 受発注、納品先となる事業者の内部組織、納入場所等を

識別。組織の統廃合、工場内のレイアウト変更等により

増減。 

取引に係る

識別子 

取引識別子 受発注、請求、決済における取引を識別。事業者識別子

やタイムスタンプ等と併用して識別することもある。 

取引内容に

係る識別子 

商品識別子 取引の対象となる財・サービスを識別。商品種別の識別

は可能でも個別商品単位の識別を行えないものや、例外

的な商品を包括的に処理するものも存在。 

 

2.5.2.識別子に係る課題 

①識別子の管理 

 取引相手、取引及び取引内容に係る識別子については、多くの事業者が取引先単位、業

務プロセス（受発注・請求・決済）単位、業務システム単位等で独自に識別子を管理して

いる。その結果、単位ごとに相互運用性のない多数の識別子を管理している傾向がみられ



 

35 

る。 

 そのため、各事業者が EDI 等の利活用を行う際は、取引先ごとに、事前に各識別子に係

るマスターデータの共有を行う必要がある。また、組織改編や取扱商品の入替等、一方の

当事者においてマスターデータの変更が必要な事情が生じた場合には、その都度マスター

データのメンテナンスを行う必要が生じている。 

 

図表２－２７：識別子管理イメージ 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 特定の産業分野においては、当該分野において利用される標準的な識別子が定められて

いるケースも存在するが、当該識別子は、当該分野における利用環境（業務プロセス・メ

ッセージ）に最適化された事業者範囲や情報量に対応しており、他の産業分野への応用に

は課題があるケースも存在する。 

 

図表２―２８：取引相手に係る識別子の例 

名称 説明 

登録番号31（適格請求書） 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者

が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業

者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場

合に事業者に通知される T＋13 桁の数字 

 
31 国税庁インボイス制度 適格請求書事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-

toroku/index.html 
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法人番号32 ①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その

他法人又は人格のない社団等に指定される番号。 

なお、これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場

合、届け出ることにより指定を受けることが可能。 

G ビズ ID33 行政手続等において手続を行う法人を認証するための仕

組み。補助金申請、社会保険手続、各種認可申請など、

対応した手続に 1 つの ID・パスワードでログイン可能で

あり、ID 発行時に一度だけ代表者の身元確認を行えば、

その後の各手続での本人確認書類提出が不要になる。 

会社法人等番号 会社・法人の登記簿（支店・従たる事務所の登記簿を除

く。）に記録される 12 桁の数字 

OSI オブジェクト識別子 企業識別コード 6 桁に加え、事業所などの識別に用いる

枝番 6 桁の合計 12 桁で構成。 

枝番は各企業が採番・管理し、JIPDEC が公表 

GS1-GLN GS1 事業者コード 7-9 桁に加え、ロケーションコード 5-

3 桁及び C/D の合計 13 桁で構成。 

ロケーションコードは各事業者が独自に設定し、GS1 が

公表 

LEI（Legal Entity 

Identifier） 

国際標準化機構（ISO）が定めた ISO 17442 に基づく 20

文字の英数字コード。LEI によって参照可能な主要情報

により、金融取引に参加する取引主体を明確かつ一意に

識別することが可能。LEI には、事業者の属性に係る最

低限の情報（レベル１情報）に加え、取引主体の所有構

造に関する情報（レベル２情報）が含まれている34。 

 

②異なる業務プロセス間において識別子の共有が行われないこと 

 各識別子は、業務目的ごとに設計されている。このため、前後の工程における作業負担

の軽減等の観点から、前後のプロセスにおける識別子の添付が望ましい場合においても、

適切に識別子の添付が行われないケースが存在する。 

 例えば、前記 2.4.4.における決済プロセスの課題として見られたとおり、請求データの

取引識別子が決済プロセスにおいて添付されていないことにより、請求プロセスと決済プ

ロセスの対応が不明確になる事例等が該当する。 

 

2.5.3.識別子に係る業務環境変化及び政策動向 

 
32 国税庁 社会保障・税番号制後法人番号公表サイト https://www.houjin-

bangou.nta.go.jp/setsumei/ 
33 デジタル庁 https://www.digital.go.jp/policies/gbizid/ 
34 Global Legal Entity Identifier Foundation 取引主体識別子（LEI）とは 
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①適格請求書等保存方式における登録番号 

 前記 2.3.3.①のとおり、消費税における適格請求書等保存方式（インボイス制度）の要

件を満たす請求書を交付する事業者や支払通知書を交付する事業者においては、受注者側

の登録番号の記載が要件となる。 

 したがって、発注者（買い手）は、仕入税額控除を適切に行うため、仕入先（受注者）

の登録事業者番号を新たに管理することが必要となる。 

 

②国際的な規制強化 

 2.1.1.④のとおり、諸外国においては、輸出入取引や決済取引の際、事業者識別子の一つ

である LEI の記載の義務化に向けた動きがみられている。 

・中国は輸出入取引における法人のデジタル認証に活用するため、国境を越えた取引を行

う企業等が提出する貿易書面上に、LEI（Legal Entity Identifier）の付記を求める方

針。 

・欧州委員会は、アンチマネーロンダリング対策の一環として、2024 年以降、決済サービ

スプロバイダーに対して、欧州内外における決済取引電文中に、支払人及び受取人の

LEI の付記を義務付ける規制案を公表。 

・連邦準備制度理事会（FRB）は、大口資金決済システム（Fedwire）における

ISO20022 電文フォーマットの導入の一環として、決済取引電文中に任意項目として

LEI を含めることを提案している。 

・アメリカ合衆国税関・国境警備局（CBP）は、米国への輸入品に係る取引主体やサプラ

イチェーンなどに関する情報を活用するため、2021 年から開始したグローバルなビジネ

ス識別子の概念実証において、参加者に対し、LEI、GLN（Global Location 

Number）、DUNS（Data Universal Numbering System）の三つの識別子を求めてい

る。 

・イングランド銀行（BOE）は、大口資金決済システム（CHAPS）における ISO 20022

の導入の一環として、2024 年夏から、金融機関間の決済取引電文中に LEI の付記を義

務付けることを発表した。 

・インド準備銀行（RBI）は、2021 年に、一定額以上の国内決済を行う法人に対して LEI

の取得を義務化した。2022 年 10 月からは、一定額以上の資本または経常勘定のクロス

ボーダー取引を行う法人に対して銀行に LEI を提示することを義務化する方針を示して

いる。 

 

2.5.4.識別子における事業者ニーズ 

 前記の状況に照らして、事業者における識別子に係るニーズとして、検討会委員から以

下のような指摘が見られた。 

 

①多様な識別子を統合的に管理する仕組みの必要性 

・顧客マスタの統合に係る課題に対しては、ベース・レジストリを活用して、早めにデー
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タモデル等を決定し、展開してもらうと、データ整備する事業者側にとっても非常に有

益。 

・ベース・レジストリの論理モデルから物理モデルまで、いつまでにどういうものを示し

ていくのかという部分について早めに公表、公開していただき、どこまでのデータを公

共財として扱い、ベース・レジストリとして管理していくかという線引きについて、暫

定版で差し支えないので早めに決定いただきたい。 

・法人 ID の問題は非デジタル取引においても、現場では大きな労力を強いており、非デ

ジタルの部分も含めて規格化等の推進方法を検討する必要。 

 

②事業者識別子等の管理の在り方 

・事業者のベース・レジストリのデータ整備において、実際に、どこからデータを取得す

るのか（例：商業登記、他にも色々な企業のデータを管理している主体が存在）また

は、どう名寄せするのかなど含め、非常に大変な作業。 

・ノルウェーの BankID は税務当局と連携され、個人の収入や納税状況と紐づけられてい

る。ID が連携できる仕組みを作っておくというのは、将来的に便利でセキュアなこのオ

ンボーディングを増やしていく意味でも重要。 

・単純にグローバルで使える一意な識別子を振るのではなく、合併、事業譲渡等の企業の

ライフサイクルや、情報の開示範囲といった観点からの検討が必要。 

 

③国際的な識別子への対応 

・昨今の情勢や FATF の勧告を鑑み、LEI 等、識別子における連携を頭に入れておく必要

がある。デジタル庁が LEI 自体を管理していく必要性も議論しておいたほうがよいので

はないか。 

・グローバルな動きとしては、コンプライアンスへの対応も含めて、法人 ID をどのよう

に取り扱っていくのかという観点で、グローバルに標準化を進めており、GLEIF もその

一環。ある程度の先進国だと、既に幾つかの ID が振られている等があるため、何らか

グローバルで振られた ID と国内で振られている ID をマッピングするような仕組みを用

意し、常に、簡単に参照できるような仕組みを用意していくのも一つの選択肢ではない

か。 

 

2.6.事業者の本人確認に係る論点 

2.6.1.事業者の本人確認の類型と現状 

 本プロジェクトでは、事業者の本人確認を構成する要素として、①身元確認、②当人認

証（①・②を総称して本人確認という。）及び③顧客管理の３つの類型に即して検討を行っ

た（図表２－２９）。 

 

図表２－２９：事業者の本人確認等の検討フレームワーク 
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【出典】IPA-DADC 作成 

 

 一部の受発注取引や決済取引の類型では、取引開始時や口座開設時又は取引実行時に、

個別事業法令（携帯電話不正利用防止法や犯罪収益移転防止法）または個別の業界ルール

に基づき、本人確認やリスク評価を実施することを取引の要件とするものも見られるが、

一般的な取引においては事業者の本人確認等の実施は義務づけられていない状況にある。 

 ただし、多くの事業者は暴力団排除条例への対応や自社のコンプライアンス対応の観点

から、独自に設定した要件に基づき取引先の本人確認等を実施する傾向にあり、当該本人

確認等の実施に当たっては、一定のコストが発生しているとの事業者の意見も聞かれた。 

 

2.6.2.事業者の本人確認に係る業務環境変化及び政策動向 

 また、請求プロセスにおいては、Peppol においても、Peppol NW に参加するエンドユ

ーザーの本人確認がアクセスポイント事業者に求められるなど、取引主体となる事業者に

ついても、spam 防止の観点から事業者識別コードの取得等の簡便な形での本人確認を取

引の実施要件とする方向で検討が進んでいる35。 

 本プロジェクトにおける検討が進展し、今後取引のデジタル化により、異なる取引プラ

ットフォームをまたいだ取引が増加することを想定すると、個別の取引主体に対する事業

者の本人確認の必要性が増すと考えられる。 

 

2.6.3.事業者の本人確認における課題 

 前記の状況に照らして、事業者における識別子に係るニーズとして、検討会委員からは

データ連携・データ利活用に必要とされる法人の信頼性の確保手段やデータの実在性、非

改竄性の証明手段の確保に関して、以下のような指摘があった。 

 

 
35 電子インボイス推進協議会（2021）「日本版 Peppol 実現に向けた業務要件」 
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①個人事業主の取り扱い 

・個人事業主をどのように識別し、どこまで本人確認を実施するのかという論点について

は、明確な方向性が必要である。 

・個人の場合だと、プライバシーリスク、内容性に関するリスクが当然発生するため、あ

えてセクトラル方式のような形で識別子を出し分けるという仕組みも考慮できるマッピ

ングテーブルを考慮したほうがよいのではないか。 

 

②アシュアランスレベルの在り方 

・アシュアランスレベルをどのように運用し続けるかということが、アーキテクチャとし

て重要。アンチマネーロンダリング対応をどこまで実施する必要があるのか、資金決済

でどこまでのカスタマデューデリジェンスを実施しなければいけないのか、あらかじめ

具体的に整理するべきである。 

・取引リスクのレベルの違うユースケースにおいて、KYC の求める強度（アシュアランス

レベル）も異なるし、またアシュアランスレベルの定義自体も変わっていく。 

・かっちり決めすぎると、法人のレベルでの KYC やマネーロンダリング対応のように必

ず話が最も堅いところに固定化されてしまう。 

 

③相互参照的なトラストフレームワークの在り方 

・契約・決済の分野の本人確認と、マネーロンダリングではデータを使う目的とゴールが

異なる部分はあるが、Identification、Authentication など手段とデータの部分について

は、少なくとも共通化できる部分があるのではないか。 

・本人確認（取引に必要なデューデリジェンス）については、既存である程度の与信を積

んでいるような、金融機関や携帯事業者といった既存のスキームの ID を掛け合わせる

のも一案。 

 

2.7.データ利活用ルールに係る論点 

2.7.1.データ利活用ルールに関する検討状況 

 現在までの本プロジェクトにおける検討では、具体的なデータ利活用ルールやその方向

性に係る議論に至っていない。 

 他方、検討会委員からは、本プロジェクトにおいて、データ利活用を想定したアーキテ

クチャを描くに当たっては、適切なデータ利活用を可能にするためのデータ発行主体によ

るデータ利用への同意の管理手段や利活用権限がないユーザーに対しての機密保持手段等

についての検討の必要性が提起された。 

 

（検討会委員からの意見例） 

・データを活用する際には、どこまで活用することが許されるのか、そのようなデータが

どのように利用されそうなのか、利用する人はどのような義務を負って利用するのかに

ついて議論を進めていかなければ、データ連携できる基盤ができても結局データ利活用
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まで進まない可能性がある。 

・個人情報保護法、不正競争防止法、電気通信事業法上の通信の秘密等の関係法令との抵

触関係を整理する必要があるが、必ずしもデータの利活用があまり意識されていなかっ

た時代の法律を起点に考える必要はないのではないか。 

 

2.7.2.データ利活用ルールに係る業務環境変化及び政策動向 

 データ利活用ルールについては、現状デジタル庁を中心に検討が進められており、デー

タ戦略タスクフォース下のプラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装に関する

サブワーキンググループの成果物として、「プラットフォームにおけるデータ取扱いルール

の実装ガイダンス ver.1.0」が公表され、原則的な考え方が示されている。 

 

2.7.3.その他のデータ利活用に係る課題 

 データ利活用ルールの在り方について、検討会委員から示された考え方は以下のとお

り。 

・データ利活用のユースケースを検討する際は、データ利活用の責任分界点に着目して検

討を行うべき。 

・公共財として扱っていくデータをある程度定めた上、ステークホルダーに働きかけ、積

極的に活用できる場に提供していこうといった動きができるとよい。 

・現状の企業間取引関係の契約では、契約対象業務の目的以外へのデータの利用を認めな

いケースもあり、個別企業が契約のまき直しを行うと負担が大きい。契約データは公共

財産として使っていくべきという議論も必要。 

・データ利活用については、個人情報保護法や、各社・各サービスが出している利用規約

やプライバシーポリシーなどに抵触するケースも想定されるため、統一的なルール設計

や公共財として共有可能な設定する必要。 

 

 また、取引データの流通やデータ配置の観点からは、取引データの流通に用いる通信の

在り方や利活用しやすい取引データの配置について、以下の考え方が示された。 

・今までは、中央銀行も政府も取引事業者も中央集権的に集中させてガバナンスの検討が

進んでいたが、今後、データはある程度分散していることを前提としてデータガバナン

スの在り方について検討を進めていく必要がないか。 

・イギリスやオーストラリアでは、データの中身は互いのプライベートなものとした上

で、同意の取得を前提としたデータ連携を進めている。 

・Nordic Smart Government では、取引データ以外のデータを含めた連携事例として、中

小企業が銀行経由で税務局の情報を取得し、融資に利用するケースも存在。取引データ

を超えたハイレベルなアーキテクチャにおいては、契約・決済の取引データに閉じずに

検討することがよいかもしれない。 

 

2.8.小括 



 

42 

 2.2.ないし 2.7.において示した各課題について、システム的な課題及び普及に係る課題に

分類して整理すると図表２－３０及び図表２－３１のとおり。 

 

図表２－３０：システム的観点からの企業間取引における課題の整理 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

図表２－３１：普及観点からの企業間取引における課題の整理 
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【出典】IPA-DADC 作成  
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3.本プロジェクトにおいて提示するビジョン・あるべき姿 

 企業間取引におけるアーキテクチャ設計を実施するためには、設計の基礎となる設計思

想や達成すべき指針を定めなければ、具体的な設計を進める上で要件定義を行うことが難

しい。このため、本章では、前記 2.における PEST 分析及び企業間取引の現状を踏まえた

ペルソナ分析を 3.1.において行い、アーキテクチャ設計により達成されうる価値の具体化

を試みた。また、3.1.の検討を踏まえ、3.2.及び 3.3.において、本プロジェクトがアーキテ

クチャ設計を進める上で達成すべきミッションを定義した。さらに 3.4.において、ミッシ

ョンが達成された場合に、実現が容易となる取引データ利活用に係るビジネス・ユースケ

ースの具体例を例示した。 

 

3.1.企業間取引にまつわる事業者のペルソナ分析 

 前記 2.において整理した企業間取引の現状を踏まえると、特に中小事業者を中心に、取引

情報のデータ化や取引データの利活用が十分に行われているとは言い難い状況にある。 

 一方で前記 2.1.の PEST 分析を踏まえると、各事業者において、取引情報のデータ化や取

引データの利活用を進めていく必要性は今後増大していくことが想定される。そこで、各事

業者において想定される具体的な課題を例示する観点から、図表３―１のとおりペルソナ分

析を行った。 

 

図表３―１：企業間取引にまつわる事業者に係るペルソナ分析 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 図表３－１を踏まえると、企業間取引における電子受発注や電子決済の進展は、各事業者

に対して、図表３－２のような価値をもたらしうると考えられる。 
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図表３－２：本プロジェクトが各事業者に提供可能な価値 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 前記図表３－２に示された価値は、それぞれ包括的データ戦略のアーキテクチャにおける

第６層 BPR や第 7 層新たな価値の創出に対応する問題意識でもあるところ、本プロジェク

トが企業間取引に係るアーキテクチャを設計する上で、プロジェクトが達成すべきミッショ

ンとして捉えることもできると考えられる。後記 3.2.及び 3.3 においてはそれぞれの観点か

ら、本プロジェクトにおいて達成すべきミッションを示す。 

 

3.2.取引のデジタル完結の実現（第６層：BPR） 

 労働者をアナログかつ煩雑な事務処理から解放し、取引データの分析を基にした社会課題

対応や経営判断等より、実体的な調整・判断等の価値創出に専念させる観点から、様々なシ

ステムをデジタル環境において連携可能にすることで、取引のデジタル完結を実現可能とす

る仮想的な次世代取引基盤を整備することを本プロジェクトの１つ目のミッションとして

定義する（図表３－３）。 

 

図表３－３：仮想的な次世代取引基盤のイメージ 
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【出典】IPA-DADC 作成 

 

 なお、本プロジェクトが設計対象とするアーキテクチャは、全ての取引が単一のインフラ

やシステムにより処理される在り方を意図していない。むしろ、本プロジェクトでは、複数

のインフラやシステムが並立した状況を前提とした上で、当該インフラやシステムが、協調

領域として設計されたデータ規格や通信仕様等を採用することにより、仮想的な次世代取引

基盤として機能することを指向している。 

 

3.3.データ利活用を可能とするデータスペースへの貢献（第７層：新たな価値の創出） 

 データの利活用を促進するために必要な戦略・施策の在り方については、デジタル庁の「デ

ータ戦略推進ワーキンググループ」を中心に検討が進められているところ、本プロジェクト

においても、新たなビジネスモデルを創出する観点から、取引データや取引に紐づけてやり

取りされるデータの利活用の検討が必要である。 

 なお、取引データの利活用自体は、個別事業者の創意工夫に基づき実施されるものである

と考えられる。このため、様々な業界を横断したデータ標準、通信仕様、ルール・ガバナン

スの整備とそれに即した機能モジュールの提供等を通じ、仮想的な次世代取引基盤を利用す

る企業間取引における取引データ等を利活用したサービスを実施する事業者にとってサー

ビス提供が容易となる環境（以下「データスペース」という。）を創出することを本プロジ

ェクトの２つ目のミッションとして定義する（図表３－４）。 

 

図表３－４：仮想的な次世代取引基盤を軸としたデータ利活用 
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【出典】IPA-DADC 作成 

 

3.4.新たな価値を創出するビジネス・ユースケースの具体例 

 前記 3.3.における仮想的な次世代取引基盤が可能とする取引データの利活用イメージを

より明確化する観点から、ビジネス・ユースケースの想定事例を別添２のとおり作成した。 

 本節では、その概要のみ図表３－５のとおり示すこととする。 

 

図表３－５：ビジネス・ユースケース 
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4.仮想的な次世代取引基盤の構築に向けた企業間取引のステージと要求 

4.1.仮想的な次世代取引基盤の構築に向けた本プロジェクトにおける企業間取引のステー

ジ 

 前記 3.2.及び 3.3.の関係を明確にする観点から、前記 2.の現状分析を踏まえ、企業間取

引のデジタル化のステージに係る本プロジェクトにおける解釈及び各ステージにおけるミ

ッションを図表４－１のとおり定義した。 

 なお、前記 2.において分析した企業間取引の現状を踏まえると、非デジタル取引を行って

いる事業者が存在する一方、取引データの利活用を進めている事業者も存在する等、それぞ

れのステークホルダーや取引主体は各ステージに偏在している状況と考えられる。 

 

図表４－１：仮想的な次世代取引基盤の構築に向けた本プロジェクトにおける企業間取引

のステージの整理 

 
【出典】総務省（2021）「情報通信白書令和３年版」の定義を参考に IPA-DADC 作成 

 

また、図表４－１に示したそれぞれのステージの詳細は、以下のとおり。 

 

4.1.1.非デジタル取引 

 本検討においては、非デジタル取引を、個別の取引における取引情報を伝達することに重

点が置かれており、異なる事業者との取引や異なる業務プロセスを機械的に処理することが

意図されていないステージと定義する。 

 非デジタル取引では、アナログな取引情報（口頭、紙等）や定型化されていない取引デー

タ（Excel や PDF 等）により取引情報が伝達されることが多い。一方、当該形式のままで

は、機械可読性が担保されないため、自動的な読み取りやデータの変換・利用が困難である。

したがって、取引先や業務プロセスごとに異なる取引情報は、人手の介入がなければ処理で

きず、アナログかつ煩雑な作業が必要となる。 

 

4.1.2.データ化された取引（Digitization） 

 総務省「情報通信白書令和３年度版」において「Digitization」とは、「既存の紙のプロセ

スを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること」や「特定の工程におけ
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る効率化のためにデジタルツールを導入する」ことと定義されている。 

 これを受けて、本検討においては、データ化された取引を、業務プロセス単位のデジタル

化（例えば、特定の取引先を対象とした受発注プロセスのデジタル完結は実施されたものの、

受発注プロセス全体のデジタル完結や他の業務プロセスである請求プロセスとの連携がな

されていない状況等）のみがなされている状況として定義する。 

 データ化された取引では、取引先事業者単位や業務プロセス単位で情報/データのやり取

りは機械的に処理され、一定の生産性向上効果が生じるが、取引先事業者や業務プロセスを

またいだ取引の自動化は実施されない。 

 

4.1.3.データ連携可能な取引(Digitalization) 

 総務省「情報通信白書令和３年度版」において「Digitalization」とは、「組織のビジネス

モデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法

を構築すること」や「自社内だけでなく外部環境やビジネス戦略も含めたプロセス全体をデ

ジタル化する」ことと定義されている。 

 これを受けて、本検討においては、データ連携可能な取引を、異なる取引先や業務プロセ

スをまたいた取引データ連携を実現しているステージとして定義する。 

 データ連携可能な取引では、取引先を問わず、取引にまつわる一連の業務プロセスを通じ

た生産性向上が実現される。このため、前記 3.2.で述べた本プロジェクトのミッションの一

つである、取引のデジタル完結を実現しているステージといえる。 

 

4.1.4.取引データ利活用等(Digital Transformation) 

 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画36」や総務省「情報通

信白書令和３年度版」において「Digital Transformation」の定義として、「企業が外部エコ

システム（顧客、市場）の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム（組織、文化、従業

員）の変革を牽引しながら、第３のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデー

タ/アナリティクス、ソーシャル技術）を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス

モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値

を創出し、競争上の優位性を確立すること」と定義されている。 

 これを受けて、本検討においては、取引データ利活用を、取引データや業務フローに紐づ

けられた非財務情報等を利活用可能としているステージと定義する。 

 取引データ利活用等においては、企業間取引の効率化に留まらず、取引データを利活用す

ることにより、新たな価値の創出やより効率的な取引が実現される。このため、前記 3.3.で

述べた本プロジェクトのミッションの一つである、データ利活用を可能とするデータスペー

スへの貢献を実現しているステージといえる。 

 

4.2.仮想的な次世代取引基盤への要求 

 前記 2.における企業間取引の現状分析、前記 3.における仮想的な次世代取引基盤に係る

 
36 内閣官房（2020）「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 
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ミッション及び、前記 4.1.における企業間取引の各ステージを踏まえ、企業間取引に関係

するステークホルダー等から仮想的な次世代取引基盤に対し、期待される役割として要求

することが論理的に想定される事項（以下、「要求」という。）を図表４－２のとおり整理

した。 

 

図表４－２：仮想的な次世代取引基盤への要求の整理 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

図表４－２において示した各要求の詳細は以下のとおり。 

 

4.2.1.システム要求（取引のデジタル完結） 

 取引のデジタル完結に係るシステム要求は、前記 4.1.3.において示したデータ連携可能な

取引のステージを実現するために必要な要求であり、各取引先事業者及び業務プロセス間の

連携により、取引のデジタル完結がシステム的に実施できることを指す。 

 前記図表２－３０において示しているとおり、企業間取引におけるシステム的な課題とし

て事業者ごとに異なるデータ規格や通信規格、識別子が統一されておらず、各業務プロセス

における取引先ごとの対応を生じさせていることや、異なる業務プロセスで利用されるデー

タ項目を紐づける関連性が整備されていないこと等が、業務プロセス間の連携を困難にして

いると考えられる。 

 本要求については、後記 5.及び 6.において更に具体的な要件の導出及びアーキテクチャ

オプションの検討を行う。 

 

4.2.2.システム要求（データ利活用） 

 データ利活用に係る機能要求は、前記 4.1.4.の取引データ利活用等のステージを実現する

ために必要なステークホルダー要求であり、取引データの利活用がシステム的に実施できる

ことを指す。 

 前記図表２－３０（システム的観点からの企業間取引における課題の整理）や別添２ビジ

ネス・ユースケースの作成に当たって実施した事業者へのヒアリングにおいては、利用しや

すいデータのシステム配置や取引データの流通に用いる通信規格が明確でないことに係る

課題があると考えられる。 
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 本要求については、来期以降より具体的な検討を実施するため、後記 5.において詳細に記

載する。 

 

4.2.3.安全性要求 

 安全性要求は、取引のデジタル完結及び取引データ利活用のそれぞれを実現する上で必要

な要求であり、各業務プロセスの実行と取引データの利活用を安全に実施できることを指す。 

 前記図表２－３０を踏まえると、データの実在性、非改竄性等の証明手段、利活用に向け

た同意の取得、事業者の本人確認等の信頼性の確保、データ利活用の権限管理等の適切なガ

バナンスを確保する仕組みが仮想的な次世代取引基盤に実装されていることに係るニーズ

があると考えられる。 

 本要求については、後記 5.において来年度以降より具体的な検討を実施する必要性につ

いて述べる。 

 

4.2.4.普及要求 

 普及要求は、設計した仮想的な次世代取引基盤を十分に機能させ、データ化された取引、

取引のデジタル完結及び取引データ利活用等のそれぞれのステージを社会実装するために

必要な要求であり、多くの事業者にとって、取引のデジタルで完結やデータ利活用可能なデ

ータスペースに参加するインセンティブを確保できることを指す。 

 前記図表２－３１を踏まえると、取引事業者にとっては、システム導入・運用費用のコス

トベネフィット、ネットワーク効果の小ささ、データ化・データ連携に係る商取引慣行に関

する課題、システムベンダーや仲介事業者からは、データ利活用等のビジネスモデルの欠如、

データ利活用の探索コスト、協調領域の策定意欲等に係る課題が生じていると考えられる。 

 本要求については、後記 6.において必要な普及施策案について述べる。 

 

 なお、あくまでも前記 4.2.1.ないし 4.2.4.の要求内容は現時点における議論の叩き台とし

て提示するものであり、来期以降、更なる実態の把握やアーキテクチャ検討を踏まえ、継

続・反復した見直しを予定している。 
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5.仮想的な次世代取引基盤が満たすべき要件とアーキテクチャオプション 

 本章では、図表２－３０に示した企業間取引における課題、図表４－２に示した要求を

基に、仮想的な次世代取引基盤が備えるべき機能を抽出するため、抽象度が極めて高いレ

ベルではあるが要件分析を実施した。 

 なお、当該分析は、包括的データ戦略のアーキテクチャを参照した７層の構造に沿っ

て、業務プロセスごとに分類した上、リファレンスアーキテクチャとして整理した（図表

５－１）。この詳細は、別添１リファレンスアーキテクチャを参照されたい。 

 なお、本検討における要件の導出はあくまでもシステム的な観点から必要とされる機能

の設定に係る議論のたたき台を作成する目的で実施しており、具体的なビジネス・ユース

ケース、制度・社会的制約状況、関連するシステムの開発状況等、現時点では未知の要素

が多く、本章の記述は非常に高い抽象度での記述となっている。 

 このため、本章の記載内容は、来期以降、更なる検討を進めることを前提としている。 

 

図表５－１：仮想的な次世代取引基盤のリファレンスアーキテクチャ 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 以下、5.1.において、4.2.1.において定義したシステム要求（取引のデジタル完結）に対

応する要件並びに受発注及び決済プロセスにおいて検討を行ったアーキテクチャオプショ

ンにつき記述する。また、5.2.において、今期においては論点整理に留まったものの、シ

ステム要求（データ利活用）及び安全性要求等に関して、今後要件の導出を検討すべき論

点について記載する。 

 なお、残る普及要求に関しては 6.において記載する。 

 

5.1.システム要求（取引のデジタル完結）に係る要件 

 前記 4.2.において、各取引先事業者及び業務プロセス間の連携による取引のデジタル完

結をシステム的に実施できることをステークホルダー要求として定義したことを踏まえ、
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5.1.1.において、取引先事業者を問わない相互運用性の確保に係る要件及び受発注業務プロ

セスを念頭においたアーキテクチャオプションを記載した。また、5.1.2.において、業務プ

ロセス間の相互運用性の確保に係る要件及び請求・決済プロセス間の連携を念頭においた

アーキテクチャオプションを記載した。 

 

5.1.1.取引先事業者を問わない相互運用性の確保に係る要件及びアーキテクチャオプション 

 どの取引先と取引を行う場合であっても、同一の業務プロセスにおいて各事業者が容易に

デジタル完結を実施可能とする観点からは、事業者間においてやり取りされるデータ規格や

通信仕様の差異を解消することが必要であると考えられる。 

 これを満たすため、本検討においては、以下を要件とした。 

・同一業務プロセスにおいて、異なる通信仕様に対応可能な形でデータ連携を行えること 

・同一業務プロセスにおいて、異なるデータ規格に対応可能な形でデータ連携を行えるこ

と 

 

 これらの要件を満たすシステム設計の選択肢を検討するため、今期は受発注業務プロセス

を念頭に置いて、図表５－２のとおりアーキテクチャオプションの検討を行った。 

 

図表５－２：受発注業務プロセスにおけるアーキテクチャオプション 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 それぞれのオプションの概要は以下のとおり。 

 

①事業者の個別対応による連携 

 本オプションは、協調領域は設定せず、取引事業者における業務システムや VAN 事業者

等の仲介事業者において、様々なネットワークやデータ規格への自主的な対応努力に期待す
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るものである。このため、様々な取引先とのデータ連携を行う事業者は、異なるネットワー

クやデータ規格に対応するため、業務システムの改修や VAN 事業者の選定を行う必要があ

る。 

 一方、デジタル完結を実現する観点からは、後記 6.に記載するシステム提供者側の普及要

求を満たす必要があるため、システムベンダーや仲介事業者等に対する開発補助等が必要に

なる可能性がある。 

 

②コネクタの利用による連携 

 本オプションは、様々なネットワークやデータ標準に変換機能なコネクタを協調領域とし

て構築し、当該コネクタの利用を業務システムや VAN 事業者に求めるものである。 

 コネクタの利用により、個別の業務システムで利用するデータ規格は自由となるが、当該

業務システムから、事業者間の受発注ネットワークに接続する際には、コネクタが様々なネ

ットワークやデータ規格に変換することで、多様な事業者とのデータ連携が実現される。 

 なお、本データ連携方式に関連する検討として、デジタル庁において、「産業用データ連

携に関する機能及び実装等に係る調査研究」に係る事業が進行中である。 

 

③新たな共通ネットワークによる連携 

 本オプションは、異なる連携基盤やネットワークの接続を担う共通ネットワークを協調領

域として新たに整備するものである。 

 共通ネットワーク各事業者の業務システムや個別のネットワークでは独自の仕様に基づ

きデータを管理・流通させることができる。また、それぞれの連携基盤やネットワークがア

クセスポイントの機能を果たし、共通ネットワークに接続することで、多様な事業者とのデ

ータ連携を行うことを可能するものである。 

 

 なお、①ないし③のアーキテクチャオプションについては、具体的な実証事業等を通じて、

より詳細な論点整理を行い、望ましいアーキテクチャオプションの検討を進めることを予定

している。 

 

5.1.2.異なる業務プロセス間の相互運用性の確保に係る要件及びアーキテクチャオプション 

 異なる取引データ項目を用いる各業務プロセスを通して、業務プロセス間の相互運用性を

確保する観点からは、それぞれ業務プロセスにおいて用いられるデータ項目の関係性を明確

にすることが必要であると考えられる。 

 これを満たす要件として、本検討では、 

・各業務プロセスで用いられるデータ項目の関係性を明確化すること 

を要件とした。 

 なお、別添１リファレンスアーキテクチャにおいて、各業務プロセスで用いられるデータ

項目の関係性を明確化する上でのサンプルアーキテクチャとして、中小企業共通 EDI 標準、

Peppol BIS billing Japan、S-ZEDI 間のデータモデルを作成した。 
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 前記の要件を満たすシステム設計の選択肢を検討するため、今期においては請求・決済の

業務プロセスの連携を実現する上で、決済と金流データの関連性を明確化する観点から、図

表５－３のとおりアーキテクチャオプションの検討を行った。 

 

図表５－３：決済と金流データの連携オプション 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 それぞれのオプションの概要は以下のとおり。 

 

①新たな金流ネットワークによる連携 

 本オプションは、金融機関や電子決済等代行業者と連携した SaaS や ERP において、事

業者間の仲介機能を担う商流と金流データの分離及び結合機能を担うことにより、既存の

ネットワークの制約に依存せず、商流と金流データの連携を実現するものである。 

 本オプションにおいては、資金決済システムにおいて全銀フォーマットを引き続き利用

可能である一方で、金流ネットワークの構築方法の在り方について検討を行う必要が生じ

る。 

 

②ZEDI に対応した API 開放による連携 

 本オプションは、既存の金流データ連携基盤である ZEDI の利便性を向上させるため、

SaaS や ERP と連携した電子決済等代行業者等が ZEDI に対応した金融機関 API 等を通じ

て、決済と金流データを連携させるものである。 

 本オプションにおいては、電子決済等代行業者や個別事業者等による ZEDI に対応した

決済指図を促進することで、ZEDI の利活用促進に寄与する一方、金融機関 API に係るシ

ステム投資が必要になる可能性がある。 
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③金流データと決済の融合による連携 

 本オプションは、全銀システムの決済電文を固定長の全銀フォーマットから XML 電文

へ見直すことで、決済と一体となった金流データの連携を可能にするものである。 

 本オプションは、決済電文そのものを見直すことで既存のネットワークの制約を解消する

ものである一方、決済フローやデータ規格の抜本的な見直しやシステム投資が必要になる可

能性がある。 

 

 なお、①ないし③のアーキテクチャオプションについては、関係ステークホルダーとの討

議を通じて、より詳細な論点整理を行い、望ましいアーキテクチャオプションの検討を進め

ることを予定している。 

 

5.2.今後要件の導出が必要と考えられる論点 

5.2.1.事業者識別子 

 前記 5.1.1.のとおり、受発注データ、検収データ、請求データの対応関係を明確にする観

点から、各業務プロセスにおいて用いられる事業者、事業所、取引に係る識別子が相互運用

性を有することや、当該識別子が適切に事業者間で連携されることは取引のデジタル完結の

観点からは極めて重要な論点になりうる。同様に、取引当事者以外の第三者が取引データを

利活用する場合等に判読可能な識別子を有することは、取引データ利活用を促進する観点か

らも重要な要件の導出に繋がると考えられる。 

 この点、前記 2.5.で検討したとおり、取引において利用される各識別子において、以下の

とおり課題が存在する。 

 

・認証局が対象とする事業者の範囲（法人、団体、個人事業主等）に差異があること（図

表５－４） 

・事業者のデータ項目（法人名、所在地、事業内容、代表者等）、事業者の内部組織（事

業所、組織情報等）、リスク管理のために必要とされるデータ項目（信用情報、資本構

成）、識別子により管理される事業者情報のデータ項目の範囲に差異があること 

・異動・変更履歴保持期間や確認時期等、情報鮮度等に関わるメタデータに差異があるこ

と 

 

これら識別子に係る協調領域取引の目的ごとに複数の識別子が併用されている状況に

あることを鑑みれば、識別子に係る一定の協調領域の設定の可能性について検討を深め

ていくことが望ましい。 

 

図表５－４：主な事業者識別子の識別可能範囲 
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【出典】IPA-DADC 作成 

 

5.2.2.事業者の本人確認 

 前記 2.6.1.のとおり、現状受発注プロセスや決済プロセスにおいては、必ずしも事業者

の本人確認が必須とされているものではない。他方、今後、異なる取引プラットフォーム

をまたぐデータ連携が増加した場合には、取引上のリスクを回避する観点から、個別の取

引主体に対する事業者の本人確認の必要性が増すことも想定される。 

 また、前記 4.2.3.で述べた安全性要求を満たすの観点からは、データのトラスト、同意

の管理、法人の信頼性、利活用権限管理等の観点からは、事業者の本人確認の在り方は重

要な要件の導出に繋がる論点となりうる。 

 このため、来期以降の検討においては、企業間取引における、事業者の本人確認のニー

ズ・ユースケースの具体化や実装機能、複数の認証局間の連携を可能とするインターフェ

イス・ガバナンスの在り方等に係る検討を深めていくことが望ましいと考えられる。 

 

5.2.3.データ利活用ルール 

 前記 4.2.2.（データ利活用のシステム要求）及び 4.2.3.（安全性要求）を満たす観点から

は、取引データの配置に応じて、取引データを利活用する際のデータのトラスト、利活用

に向けた同意の管理、法人の信頼性、利活用権限管理に係るルールの整備が行われていな

ければ、取引事業者や仲介事業者間の責任分界点が明確とならないことから、データ利活

用ルールに係る検討は重要な要件の導出に繋がる論点となりうる。 

 この点、来期以降の検討においては、「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの

実装ガイダンス」等の政府内関連成果物の考え方を踏まえつつ、企業間取引データの利活

用ユースケースに係る実証事例の精査等を検討する。 
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6.普及施策の方向性 

 前記 5.における各システム要求や安全性要求等に対応するのみでは、設計されたアーキ

テクチャへの十分な数の事業者の参加が見込めるとは限らない。このため、事業者のインセ

ンティブを確保するために必要な仕組み、すなわち普及要求について、アーキテクチャと併

せて検討する必要がある。 

 なお、事業者のインセンティブ構造は、システム・サービスの利用者と提供者間で異なる

と考えられる。このため、普及施策の検討に当たっては、図表２－３１（普及的観点からの

企業間取引における課題の整理）を踏まえつつ、アーキテクチャに即したシステムの利用者

である取引事業者並びにアーキテクチャに即したシステムの提供者である取引仲介サービ

スの提供事業者及び業務システムの提供事業者のそれぞれの観点から、普及要求に係る課題

を整理する。 

 

図表２－３１：普及的観点からの企業間取引における課題の整理（再掲） 

 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

6.1.課題の概要 

6.1.1.切替えコスト 

 切替えコストは、システム利用者側において生じる普及課題であり、業務プロセス切替え

による投資コストや業務フロー変更コストが、取引のデジタル完結によりもたらされる取引

事業者の期待効果を上回るため、事業者がデータ化、データ連携を進める上で必要なシステ

ム投資を行わなくなるものである。 
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6.1.2.ネットワーク効果 

 ネットワーク効果は、システム利用者側において生じる普及課題である。各業務プロセス

では、取引データ等の相互運用性を高める観点から多様な標準が策定されているものの、当

該標準が多くの事業者において利用されていない場合には、当該標準を採用したとしても取

引事業者の利便性向上に十分寄与しないため、取引事業者が標準を採用した取引を行わず、

ひいてはデータ規格の標準化そのものが進まなくなるものである。 

 

6.1.3.商取引慣行 

 システム利用者において、取引先事業者にとって生産性改善効果のあるデータ/情報を取

引先に伝達する商取引慣行がそもそも存在しないことが課題として挙げられる。 

 

6.1.4.協調領域策定意欲 

 仲介事業者やベンダー等のシステム提供事業者において、データ連携・利活用サービスに

係るデータは競争領域とみなされる傾向にあることや、協調領域化によるセキュリティ上の

懸念等踏まえ、取引のデジタル完結や取引データの利活用の観点からは、協調領域として定

められることが望ましいデータ規格や通信仕様等について、事業者の協調領域の策定に向け

た意欲が必ずしも高くないことが課題として考えられる。 

 この点、経済産業省の委託調査37によると、Nordic Smart Government 等の企業間取引

に係る諸外国のプロジェクトにおいても、ベンダーやサービスプロバイダーが標準化された

データ規格や通信仕様等を採用するインセンティブに課題が見られることが指摘されてい

る。 

 また、検討会委員からは、協調領域の策定に関して以下のような見解がみられた。 

・国で決めた標準が強制力を伴わなければ、デジタル化が先行している企業では既存シス

テムの中で簡単に対応する方向に流れることが想定される。そのような事業法人に対し

てもエンフォースメントやインセンティブを考えられないか。 

 

6.1.5.探索コスト 

 システム提供事業者において、取引データの連携・利活用サービスを提供する上で必要な

データの入手方法や利活用方法の探索コストが高いことが課題になりうると考えられる。 

 

6.1.6.ビジネスモデル 

 

37 令和３年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（2021）「企業間の受発注・請

求・決済ワンストップ化に係る先進的国内外実態調査」調査報告書 
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 システム提供事業者において、仲介事業者、ベンダー、金融機関等にとってデータ連携・

利活用サービスのビジネスモデルが明確ではないため、サービス提供が進みにくいと考えら

れる。 

ビジネスモデルに係る課題については、検討会委員からは以下の見解が示された。 

・バックオフィスの簡素化に加え、データ利活用によって、会社がどれほど成長するか、と

いう観点がなければ訴求力が弱い。 

 

6.2.普及施策の検討オプション 

 前記の普及上の課題に対応する観点から、将来的に取りえる普及施策のオプションとして、

補助施策、規制的手段（エンフォースメント）、実証事業のそれぞれを検討した。 

 

6.2.1.補助施策 

 切替えコスト等、中小事業者を中心とした業務システムの導入に係る負担感を軽減する観

点から、IT 導入補助金等の補助施策が現在導入されている。他方、検討会委員からは、シス

テム導入に対する補助効果はやや飽和しているとの見解がみられた。また、取引のデジタル

完結に当たっては、事業者の商取引慣行も課題となるところ、商取引慣行を変化させる狙い

も含め、取引のデジタル完結を実施する事業者への業務システムの利用に対する補助に係る

検討を進めることが望ましいのではないかとの意見も見られた。 

 

（検討会委員からの意見例） 

・小規模事業者等の補助施策としては、システム導入そのものよりは、利用に対するインセ

ンティブ付けが有効ではないか。 

・デンマークも約 30 年かけて、段階を経て少しずつ進めてきたように、デジタル化の推進

には長い時間が必要。中小企業の取引電子化も、ワンショットではなく企業側に少しずつ

慣れてもらうような継続的な支援が必要。 

 

 また、検討会委員からは、提供側事業者の標準化意欲を促進する観点から、ベンダーに対

する補助を実施する提案も見られた。 

 

（検討会委員からの意見例） 

・補助金の対象を利用者ではなく、サービス提供ベンダーに対する標準化対応コストを補助

する方向性もありうる。 

 

6.2.2.規制的手段（エンフォースメント） 

 ネットワーク効果等や商取引慣行等が非常に強力であることにより、より望ましいデータ

規格や通信規格への移行が進まないことが想定される場合には、規制的手段により移行に強

制性を持たせることも考えられる。 
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 メキシコやブラジル等の中南米諸国では、法令により請求等の取引データの標準を定め、

当該標準に基づくデータの流通のみを法令上許容する国も存在する。 

 我が国においても、情報処理の促進に関する法律において、事業所管大臣は、事業者間の

連携を図る指針を定めることができるとされている。 

（電子計算機の連携利用に関する指針） 

第四条 主務大臣（電子計算機を利用する事業者（以下単に「事業者」という。）の行う事

業を所管する大臣をいう。）は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の

分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認め

るときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利

用の態様、その実施の方法及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、こ

れを公表するものとする。 

 

 現時点で直ちに規制的手段の必要性の検討を行うものではないが、その他の普及施策のみ

では、十分な普及が見られない場合を想定し、規制的手段を用いた普及施策の在り方につい

て、国内外の論点の精査を引き続き進める。 

 

6.2.3.実証事業 

 提供事業者において採算性の高い取引のデジタル完結や取引データの利活用に係るビジ

ネス・ユースケースが明確ではない場合や、ネットワーク効果に課題があることを踏まえる

と、一定の経済圏における取引のデジタル完結やデータ利活用を進める実証事業の実施が普

及施策として有効である可能性がある。本節では、BtoB 取引及び BtoG 取引に着目し、望

ましい実証事業の方向性について述べる。 

 

①BtoB 取引 

 企業間取引におけるビジネスモデルを創出する観点からは、実証事業を通じ、具体的な検

討を促進させることも考えられる。 

 また、アーキテクチャ検討を深める観点からも、具体的な実証事業を通じ、標準的な業務

フロー・データモデルの詳細設計、データ連携アーキテクチャの選定、関連システムとの連

携インターフェイス標準・データ利活用ガバナンス等の開発・検証を行うことは、アーキテ

クチャの継続・反復した見直しや論点整理にとって有益である。 

 これを受けて、経済産業省の令和４年度当初予算においては、事業者単位での DX にとど

まらず、個別企業や業種を超えた産業規模での DX を促進し、新たな価値を創出していくた

め、ルールやシステムを再設計するとともに、デジタルインフラの基盤技術の開発支援等を

推進する観点から、産業 DX のためのデジタルインフラ整備事業予算が措置されている。当

該事業は経済産業省のほか、新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）及び IPA の連

携体制の下に実施される。 

 当該事業において留意すべき検討事項は図表６－１のとおりである。 
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図表６―１：NEDO における実証事業のイメージ 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

②BtoG 取引 

 BtoG 取引は図表６－２のとおり、取引実績が大きいほか、普及に課題を抱える中小事業

者向け契約比率が高く、広範な業界との取引が行われている。 

 このため、官公需におけるアーキテクチャの実装が可能となれば、アーキテクチャの普及

の観点からは、影響は大きいとも考えられる。 

 

図表６－２：官公需の発注実績及び官公需受注先業者の分布 

 

【出典】 

・中小企業庁（2020）「官公需法に基づく「令和２年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」につ

いて」 

・三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2019)「平成 30 年度官公需における中小企業・小規模事業者

の受注機会の増大に関する調査事業報告書」 
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 また、BtoG 取引については、検討会委員や関係団体からは、ステークホルダーが限定さ

れていることから、アーキテクチャ設計の検討対象として適する可能性を指摘する見解も見

られた。 

・ZEDI の利活用につながる受発注・請求・決済のデータ連携に関し、当初は BtoG にユー

スケースを絞った検討を進めれば、関係者も一定程度絞られ、スピード感を持った議論が可

能であり、それを将来的に BtoB に広めていく段階的な方策が有効であり、それをデジタル

庁にリードしてもらうことが望ましいのではないか。 

 

 なお、デジタル庁における「デジタル社会の実現に向けた重点計画38」においては、「国や

地方公共団体の手続等の更なるデジタル化に関する具体的な施策」の一つとして、以下のと

おり、政府調達システムの共同化やデジタルインボイスへの対応を進める旨が提言されてい

るところ、これに合わせて、受発注や決済の業務プロセスを含めた検討を進めることも考え

られる。 

⑤政府調達システムの共同利用化及びシステム連携の推進 

政府調達システムについて、システムの共同利用化を検討するとともに、インボイス制度へ

の移行までに、請求等のデータについてシステム連携が可能となるよう、必要な対応を進め

る 

  

 
38 デジタル庁（2021）「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３年（2021 年）12 月 24 日）」 
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7.来期以降の検討事項及び総括 

 前記 1.ないし 6.において記載した本プロジェクトの現時点における検討事項を踏まえ、

本章では、7.1.において来期以降の検討課題の整理、7.2.において総括を行う。 

 

7.1.来期以降の検討課題 

 本プロジェクトにおいて来期以降に検討することを想定している事項の概要及び実施主

体は図表７－１のとおり。 

 

図表７―１：来期以降の想定実施事項 

 

【出典】IPA-DADC 作成 

 

 以下それぞれにつき詳述する。 

 

7.1.1.アーキテクチャ設計 

①次世代取引基盤に係るアーキテクチャ検討の継続 

 今期においては、来期以降検討を進めるアーキテクチャ設計の叩き台を作成する観点か

ら、入手可能な資料やヒアリング等を基にアーキテクチャ検討を行った。他方で、来期以

降本格的な検討を進める上では、具体的なユースケースを下敷きとした上で、アーキテク

チャ検討を深化させることが重要であると考えられる。 

 また、後記のとおり、来期以降においては、産業 DX のためのデジタルインフラ整備事

業や、中小企業庁における取引のデジタル化に関する実証実験が予定されているところ、

特に、今期において仮説的に提示したアーキテクチャオプションの実効性の検証を中心

に、当該実証等と連携した検討を進めることにより、より実効性のあるアーキテクチャ設

計を進めていく。 

 この点、受発注業務プロセスにおけるアーキテクチャオプションの検討の観点からは、

特に、コネクタ技術によるデータ連携基盤を活用した取引データ連携基盤の実用性と課題
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について、来期以降は、こうした技術の国際的な普及が進む将来も念頭に置きながら検討

し、これらの成果も踏まえながら、本分野の技術の実装の方向性について、具体化を深め

ていくこととしたい。 

 また、決済プロセスにおけるアーキテクチャオプションの検討の観点からは、全銀ネッ

トにおいて、「次世代資金決済システムに関する検討タスクフォース」が設置39されるとこ

ろ、その下部ワーキンググループとして設置される、請求・決済間の業務プロセスの連携

に係る検討を行う「ZEDI 利活用促進ワーキンググループ」との連携を念頭に置いた検討

を行うこととしたい。 

 

②事業者識別子・本人確認に係る検討 

 今期においては、識別子・事業者の本人確認に関しては論点整理に留めているが、検討

過程において、企業間取引における取引のデジタル完結や取引データ利活用を実現する上

で、識別子・事業者の本人確認は重要な検討事項であるとの指摘が見られた。 

 この点、識別子や事業者の本人確認は、企業間取引に留まらない取組であるところ、政

府や関係ステークホルダーにおける検討の進展に留意する必要があるとも考えられる。 

 本プロジェクトとしては、企業間取引におけるニーズや要件の明確化を行うとともに、

適切な検討体制の在り方も含め、引き続き検討することとしたい。 

 

③データ利活用ルール・ガバナンス 

 識別子・事業者の本人確認同様に、今期においては、データ利活用ルール・ガバナンス

に関しては論点整理に留めているが、本プロジェクトのミッションである取引データ利活

用の観点から重要な論点であると認識している。データ利活用ルールやガバナンスの在り

方については、政府における関連検討が既に存在するところ、これを下敷きとしつつ、企

業間取引における具体的な論点を検討する観点から、後記の産業 DX のためのデジタルイ

ンフラ整備事業や中小企業庁の実証実験等から得られるインプットを踏まえ、仮想的な次

世代取引基盤におけるルールや機能モジュール等の提供の在り方等に関し、来期以降の検

討を実施することとしたい。 

 

7.1.2.実証事業 

 前記 6.2.3.のとおり、来期以降においては、BtoB 取引を中心に、産業 DX のためのデジ

タルインフラ整備事業や中小企業庁の実証実験が予定されているところ、IPA-DADC とし

て、当該実証事業につき、関係ステークホルダーと連携の上実施していく。 

 また、検討会委員や関係するステークホルダーから官公需における取引のデジタル完結

に向けた検討の必要性が提起されているところ、関係するステークホルダーと連携の上、

BtoG 取引における具体的なアーキテクチャの実装可能性を模索することとしたい。 

 

 
39 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク（2022）「2022 年度「次世代資金決済システムに関す

る検討タスクフォース」および下部ワーキンググループの設置について」 
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7.1.3.普及に向けた施策 

 今期において、普及施策に関する課題の把握及び論点整理を実施した。来期以降におい

ては、アーキテクチャ検討の進展や関係省庁の動向を踏まえ、具体的に普及施策を実施す

ることが望ましい実施対象や実施手法に係る検討を実施することとしたい。 

 

7.2.総括 

 受発注・請求・決済の各業務プロセスにまたがる企業間取引においては、多様なアクタ

ーやインフラがそれぞれの役割に応じた機能の提供を行っているところ、デジタル化して

いく社会においては、これらの機能が利用者側から見た時に統合的に提供され、またデー

タ利活用が容易になることが重要である。 

 現状では、各業務プロセス間や事業者間の連携が必ずしも十分に行われているとはいえ

ない中、政策的にはインフラの更新や制度対応の必要性等に伴う事業者のシステム更新の

動きがみられているため、一定の協調領域の設定に向けた考え方を示さなければ、業務プ

ロセスを超えた機能の統合やデータ利活用の実現に向けた機会を失うことともなり得る。 

 このため、IPA-DADC は、デジタル庁の依頼の下、取引のデジタル完結やデータ利活用

を容易に実現する観点から検討を行い、本プロジェクトのミッションを定義した。 

 また、来期以降の反復・継続した検討の叩き台とするため、今期においては、ミッショ

ン達成に向けた必要な要件、リファレンスアーキテクチャ、協調領域の設定に係るアーキ

テクチャオプション、社会実装に向けた課題の整理や施策候補を検討し、前記の観点から

本報告書、リファレンスアーキクチャ、ビジネス・ユースケースからなる一連の成果物を

取りまとめた。 

 企業間取引における本プロジェクトのミッション達成に向けては、継続的な検討が必要

であるところ、他機関における企業間取引における実証実験や、関係省庁を含めたステー

クホルダーにおける関連検討を踏まえつつ、成果物の継続・反復した見直しや検討内容の

充実を図っていく。 
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令和３年度契約・決済アーキテクチャ検討会の開催について 

 

令 和 ３ 年 1 0 月 1 3 日 

独立行政法人情報処理推進機構 

デ ジ タ ル ア ー キ テ ク チ ャ ・ デ ザ イ ン セ ン タ ー 

 

１．趣旨 

  独立行政法人情報処理推進機構（IPA）デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

（DADC）は、Society5.0の実現に向け、社会システムや産業構造の最適な連携等を通

じ、その総合的な信頼性等の確保と日本の産業競争力の強化を図ること、また社会的課

題を解決することを目的とする活動の一つとして、多様なステークホルダーの参画を得

て、透明性、公平性、中立性を確保しつつ、社会システムや産業構造の全体の見取り図

である「アーキテクチャ」を設計し、デジタル時代に必要となる分野横断的な社会イン

フラの構築に取り組んでいる。 

  このたび、IPAは、情報処理の促進に関する法律（昭和 45年法律第 90号）に基づい

て、デジタル庁からデータ化され、リアルタイムで把握可能な企業間の契約・決済の実

装に向けた全体像（見取り図）についての検討の依頼を受けた。 

  デジタル庁からの依頼を受け、DADCは、契約・決済分野におけるアーキテクチャ設計

を開始し、契約・決済・ITの各領域の有識者等により構成する「契約・決済アーキテク

チャ検討会」を組織することとした。 

 

２．検討会の構成等 

（１）検討会は、別紙に掲げる委員、アドバイザ、オブザーバ及び関係省庁等により構成

する。 

（２）検討会は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 

３．検討会及び議事等の公開 

  検討会、その議事及び資料は、原則として公開する。ただし、その内容に鑑み、営業

秘密の保護その他の観点から公開することが適切でないと判断される場合については、

これを非公開とする。 

 

４．庶務 

  検討会の庶務は、独立行政法人情報処理推進機構（デジタルアーキテクチャ・デザイ

ンセンター）において処理する。 

  

別紙１ 
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令和３年度第１回契約・決済アーキテクチャ検討会 出席者名簿 

 

[五十音順、敬称略] 

 

委   員 岩 田 太 地 日本電気株式会社 デジタルインテグレーション本部 

              本部長 

      岡 本 浩一郎 電子インボイス推進協議会 代表幹事兼弥生株式会社代表 

              取締役社長 

喜多羅 滋 夫 喜多羅株式会社 Chief Evangelist 

小早川 周 司 明治大学 政治経済学部 教授 

佐々木 清 隆 一橋大学大学院 経営管理研究科 客員教授 

      鈴 木 咲 子 スイフト・ジャパン株式会社 

              ビジネスイノベーションディレクター 

      中 林 紀 彦 ヤマト運輸株式会社 執行役員 デジタルデータ戦略担当 

      福 島 良 典 株式会社 LayerX 代表取締役 CEO 

      富士榮 尚 寛 一般社団法人 OpenIDファウンデーション・ジャパン 

              代表理事 

      森 下 哲 朗 上智大学 法学部 教授 

      山 上   聰 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 研究理事 

              グローバル金融ビジネスユニット長兼シンガポール支店長 

 

アドバイザ 一般社団法人金融革新同友会 FINOVATORS 

      瀧   俊 雄 株式会社マネーフォワード 

              執行役員 CoPA兼 Fintech研究所長 

      増 島 雅 和 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 

 

オブザーバ 一般社団法人 情報サービス産業協会 

一般社団法人 新経済連盟 

一般社団法人 全国銀行協会 

一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワーク 

一般社団法人 ソフトウェア協会 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

一般社団法人 日本 IT団体連盟 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

日本商工会議所 

 

関係省庁等 金融庁 

      経済産業省 
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      国税庁 

      国立研究開発法人 新エネルギー産業技術総合開発機構 

      財務省 

      中小企業庁 

      デジタル庁 

      内閣府 

      日本銀行 

（役職は令和３年１０月現在） 

 

検討会開催状況 

 日時 開催趣旨 

第１回 令和３年 10月 13

日 

検討会の進め方等の説明 

スタディ・グルー

プ 

令和３年 11～12

月 

受発注、請求、決済、KYCの領域ごとに AsIs

のシステムや政策動向の現状把握（非公開） 

第２回 令和３年 12月 24

日 

アーキテクチャ検討の方向性等の議論 

スタディ・グルー

プ 

令和４年２月 アーキテクチャにより実現すべき価値、実装

上のインセンティブに関する議論（資料のみ

公表） 

第３回 令和４年３月 22

日 

成果物（骨子案）に関する議論 
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用語集 

用語 定義 

API Application Programming Interface：他のシステムやデータを

安全に利用するための接続方式であり、 

銀行における API には、顧客の同意に基づいて、外部サービス

から銀行のシステムに接続し、残高照会等 

の口座情報を取得する参照系 API と、振込・振替等を可能と

する更新系 API がある。 

BPR Business Process Re-engineering。業務・組織・戦略を根本

的に再構築すること。 

EDI Electronic Data Interchange.企業間で合意された業務連携に

おいて、合意された業務情報を、合意された業務表現様式によ

って、合意された運用手順に従い、合意された電文搬送方式の

上で行われるものである。 

ERP Enterprise Resource Planning。財務会計、在庫管理、売上管

理等の基幹となる業務システムを統合して管理し、業務効率化

による生産性向上を目的とする基幹業務統合ソフト、全社統合

システムを指す。 

ISO/IEC/IEEE 

15288:2015 

システム及びソフトウェア工学－システムライフサイクルプロ

セスに係る国際標準。 

ISO20022 金融機関、金融市場インフラ、エンドユーザー間の総合運用性

を確保した金融メッセージ標準 

LEI 国際標準化機構（ISO）が定めた ISO17442 に基づく 20 文字の

英数字コード。LEI によって参照可能な主要情報により、金融

取引に参加する取引主体を明確かつ一意に識別することが可

能。LEI には、事業者の属性に係る最低限の情報（レベル１情

報）に加え、取引主体の所有構造に関する情報（レベル２情報）

が含まれている 

PEST 分析 政治、経済、社会、技術といった 4 つの観点からマクロ外部環

境を分析するフレームワーク 

SaaS Software as a Service 

ソフトウェアを利用者側に導入するのではなく、提供者側で稼

働しているソフトウェアを、インターネット等のネットワーク

経由で、利用者が利用するサービス 

VAN Value Added Network.一般の電話回線などの既存の通信回線

を利用したデータ通信サービス。 

Web-EDI Web Electronic Data Interchange. 企業間で受発注等の情報を

電子的に交換する EDI（Electronic Data Interchange）システ

別紙２ 
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ムのうち、インターネットを通じてデータの送受信を行なうも

の。 

ZEDI 全銀 EDI システム。企業の資金決済事務の合理化のため、支払

企業から受取企業への総合振り込みの際に支払通知番号・請求

書番号の EDI 情報を添付可能とする。 

取引情報/データ 取引情報は、媒体を問わず取引においてやり取りされる情報一

般をさす。そのうち取引データは機械的に判別性のある形でデ

ジタル化されているものを指す。 

適格請求書等保存方式

（インボイス制度） 

2023 年 10 月から導入される、消費税の仕入税額控除の方式 

デジタル完結 取引の全プロセスにおいて、取引がデータ化されており、デー

タとしての読取が容易なデジタルデータのみでやり取りされて

いること 

データ関連モデル 各取引プロセスで用いられる個々のデータ規格間の関連を示す

モデル。 

取引プロセス間の実際のデータ連携については、各業務システ

ム内にてデータ関連モデルにて示した関係性を保ちつつ実施さ

れることにより相互運用性が確保される。 

データ規格 データにおけるデータ形式・構文（シンタックス）、項目定義（セ

マンティクス）等の仕様を定義し取引データとして扱うことを

可能とした規格 
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